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パネリスト等の発言は個人の見解であり、所属する組織の見解を示すもの 

ではありません。 

   The views expressed at the Symposium are those of the participants,  

      and do not necessarily represent the views of their Organizations. 
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プログラム 

『国連をはじめとする国際社会による PKO に係る取組の新潮流 

～PKO に係る取組の国際的潮流の行方～』 

 

 

 

13:05‐13:10 開会挨拶：陸将 清田 安志（防衛省統合幕僚学校長）（P.4） 

  

13:10‐13:45 基調講演：ウルグアイ陸軍中将 カルロス ハンベルト ロイティ（P.6～P.30） 

（国際連合本部平和活動局軍事顧問）  

             代 理：イギリス陸軍大佐 ティム ワイルディッシュ 

（国際連合本部平和活動局軍事顧問付特別補佐官） 

 

14:05‐16:55 パネル討議：（P.20～P.71） 

 

モデレーター   篠田 英朗 氏（東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授） 

  

パ ネ リ ス ト  

 山下  光 氏（防衛研究所理論研究部政治・法制研究室長）（P.33～P.43） 

 

 陸軍中佐 ピーター・コンロイ（オーストラリア軍平和活動訓練センター長）（P.45～P.61） 

 

 松村 五郎 氏（元陸上自衛隊東北方面総監・陸将）（P.63～P.79） 

 

全体討議（P.81～P.90） 

 

16:55‐17:00 開会挨拶：陸将 清田 安志（防衛省統合幕僚学校長）（P.92） 
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開会挨拶 

陸将 清田 安志（防衛省統合幕僚学校長） 

 

 ご来場の皆さま、防衛省統合幕僚学校長の清田でございます。「第 9回国際平和と安全シンポジウ

ム」の開始に先立ち、主催者として一言ご挨拶を申し上げます。 

 まず、誠に残念なお知らせをしなければなりません。本日は、国際連合本部平和活動局軍事顧問

カルロス・ハンベルト・ロイティウルグアイ陸軍中将に基調講演をお願いしておりましたが、アフ

リカのコンゴ民主共和国における情勢悪化を受け、急きょ訪日がキャンセルとなりました。ロイテ

ィ陸軍中将による基調講演を楽しみにご来場いただきました皆さまに、主催者として心よりおわび

申し上げます。代わりに来日した国連本部平和活動局軍事顧問付特別補佐官、ティム・ワイルディ

ッシュイギリス陸軍大佐の代読により、基調講演とさせていただきます。 

 本日のパネル討議のモデレーターは、昨年に引き続き、東京外国語大学大学院、篠田英朗教授に

お願いしております。また、パネリストとして、防衛研究所理論研究部政治・法制研究室長、山下光

氏、オーストラリア軍平和活動訓練センター長ピーター・コンロイ陸軍中佐、および、元陸上自衛隊

東北方面総監の松村五郎氏にご参加いただいております。このように著名な有識者の皆さまをお迎

えして、「第 9回国際平和と安全シンポジウム」を開催できますことは、私はもとより、統合幕僚学

校職員一同の大きな喜びとするところであり、また、かくも多くの皆さまにご来場いただきました

ことに心より感謝申し上げます。 

 統合幕僚学校国際平和協力センターが実施しております「国際平和と安全シンポジウム」は、国

際の平和と安全のための活動における現状および課題ならびに将来の方向性について、防衛省・自

衛隊のみならず、官・民・学で知見を共有し、相互理解を深め、質の高い国際貢献の実施に結び付け

ていくことを目的としております。 

 これまで日本は、25 年以上にわたって、さまざまな地域で国際平和協力業務を行ってまいりまし

た。現在は国連南スーダン共和国ミッションへ司令部要員の派遣を継続するとともに、本年から国

際平和連携活動として、多国籍部隊・監視団に司令部要員を派遣しております。 

 また、日本は、「国連三角パートナーシップ・プロジェクト」の一環として、平成 27年からアフリ

カの要員派遣国の工兵要員に対し重機の操作訓練を行っており、平成 30 年からは、アジアおよび同

周辺地域諸国にプロジェクトを拡大しました。さらに本年からは、衛生分野における教育訓練に自

衛官を教官としてウガンダに派遣する等、日本は PKO 要員の能力構築支援にも積極的に取り組んで

おります。 

 一方、国連において PKO 改革が進められる中、国際社会はさまざまな取組を行っており、部隊派

遣が途絶えて数年が経過する中、今後日本がどのような貢献をしていくのかが、注目されています。 

 今回のシンポジウムでは「国連をはじめとする国際社会による PKO に係る取組の新潮流」をテー

マといたしました。 

 まず、国際連合本部平和活動局軍事顧問ロイティウルグアイ陸軍中将の基調講演として、国連 PKO

に係る取組の最新動向および将来ビジョンを踏まえ、国際社会、とりわけ日本に期待する取組につ

いて、国際連合本部平和活動局軍事顧問付特別補佐官のワイルディッシュ大佐が講演いたします。

続くパネル討議においては、東京外国語大学大学院の篠田教授にモデレーターをお願いし、国内外

からお招きしたパネリストの皆さまに、研究者、実務者、それぞれの視点から本テーマについてご

報告いただくとともに、今後の国際社会における PKO に係る取組について、ご議論、ご提言を頂き
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ます。 

 なお、本シンポジウムの成果につきましては、今後の統合幕僚学校国際平和協力センターにおけ

る教育および調査研究の資とさせていただくとともに、省内外の関係部署とも広く共有させていた

だく予定です。 

 本日は、防衛省以外からも、在京各国大使館、国連機関、内閣府国際平和協力本部事務局、外務省

の方々をはじめ、各大学等教育機関や NGO からも聴講にお越しいただいております。本シンポジ

ウムでの講演と討議を通して、変わりゆく国連平和維持活動とわが国の今後の取組について、皆さ

まのご勤務、ご研究等の参考としていただければ幸いです。 

 最後になりますが、ご多用中にもかかわらず、本日、ご参加・ご来場くださった皆さまに重ねて御

礼を申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。 

 令和元年 12 月 2日、統合幕僚学校長・陸将、清田安志。よろしくお願いいたします。 
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基調講演：ウルグアイ陸軍中将 カルロス・ハンベルト・ロイティ（国際連合本部平和活動局軍事顧問） 

代理：イギリス陸軍大佐 ティム・ワイルディッシュ（国際連合本部平和活動局軍事顧問付特別補佐官） 

 

 

 

  ありがとうございます。大使閣下、指揮官、上級幹部の皆さま、ご参列の皆さま、今日は国連の

平和維持活動についてお話しできることを大変うれしく思っています。既にお聞きになったとおり、

国連軍事顧問のロイティ中将の代わりにお話をさせていただきます。今日はこちらに来る予定でし

たが、先週木曜日に軍事作戦上の理由で、コンゴ民主共和国に急きょ移動することになりました。

ロイティ中将は今、コンゴ民主共和国のゴマにおります。国連では作戦上の理由からその活動の方

が優先されてしまいますので、ご理解いただきたいと思います。 

 私は 1年前から特別補佐官を務めていますが、その前は国連のキプロスのミッション（UNFICYP）

で 3 年間、参謀長を務め、その前はコンゴ民主共和国の国連のミッションで計画主任幕僚を務めて

おりました。またアフリカで 2 年にわたり、国連との緊密な協力の下に地雷の影響を受けている国

で勤務してまいりました。これは非常にやりがいのある仕事でした。ロイティ中将は今回の出張を

キャンセルしなければいけなくなったことを失望しておりますが、非常に重大な任務を負って、そ

れを真剣に受け止めていらっしゃいます。また機会があれば、日本に来たいと申しています。しか

し私としては、中将の代理でこのようにお話しできることを大変光栄に思っています。ありがとう

ございます。 
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 今日は、国連平和維持活動の立場にどのような課題があるか、それにどのように対応するかとい

うことを一番重要なこととしてお話しします。また、平和維持活動の将来についてもお話しします

が、できれば皆さまからのご支援を頂きたいと思います。30 分ほどお時間を頂いて、スライドに沿

ってお話ししますが、時間があれば動画もご紹介したいと思います。 

 その前に、今回のシンポジウムを開催していただいたことに、日本の皆さま、統合幕僚学校の皆

さまに感謝申し上げます。35 の国連加盟国からおいでいただいたご来賓の皆さま方の前でお話しで

きる機会を頂戴し、大変うれしく思っています。 

 これ以上の紹介は避けて平和維持活動の話に戻りますが、私の意見もパネルディスカッションで

述べさせていただきます。 
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 現在、13 の平和維持活動が行われており、こちらの統計のとおり、7 万 6000 人の要員、1 万人の

警察官が配備されています。これは世界で非常に紛争を抱えている地域で、重大な努力を払ってい

ます。このようなところで、文民の方々は絶望的な状況下で支援を求めていますが、国家の機構が

ない中でわれわれは支援を提供していかなければなりません。その中で平和活動に対する期待は非

常に高く、文民の保護、現地・受入国の軍の訓練、文民兵組織の武装解除、人権侵害に対する監視、

選挙の保護、緊急事態の救助というように、その任務も非常に多様化しています。これは本当に容

赦のない課題でもあります。この地域では時には何十年にもわたって混乱が続いており、進歩が阻

害されています。 
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 既にご紹介がありましたように、国連は日本から多大な貢献を頂いています。平和維持活動に対

する財政的貢献では、日本は第 3 位であり、われわれがやること全ての中心に日本がいます。特に

RDEC としても知られている「三角パートナーシップ・プロジェクト」に対する日本のコミットメ

ントは非常に素晴らしく、2014 年以来、8300 万ドルにも上る支援を頂き、施設、衛生、通信部隊の

訓練に大きく貢献しました。また、専門的な訓練やノウハウを持った加盟国、部隊の派遣元国を結

び付けて維持活動を強化することができます。日本の自衛隊の方々がケニア、ウガンダ、タンザニ

ア、ルワンダなどに赴いて、超重量機器の保全や運転の訓練に当たってくださっています。既に

MINUSCA、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、マリ、レバノン、南スーダンなどでミッションが展

開されています。日本から南スーダンへ派遣されるのは司令部要員の方に限られていますが、PCRS

（国連平和維持活動即応能力登録制度）に対して施設部隊がその貢献を表明しています。これが正

式化されることを期待しています。 

 また、施設部隊のマニュアルの作成・出版は非常に重要な業務ですが、日本がこのタスクの議長

となってスポンサーを務めてくださっています。 

 他にもお話ししたいことがありますが、本日ここにお集まりのその他の 34 カ国の皆さまからの貢

献にも感謝申し上げます。皆さま方からの強い支援がなければ、世界で平和維持活動を行うリソー

スはなかったと思います。皆さんがスタッフ、機器、装備、訓練・政治へのサポートを軍事のコンポ

ーネントに行ってくださっていることに感謝申し上げます。 
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 特に国連は、アメリカに次いで第 2 位の部隊派遣組織となっています。オペレーションを展開し

ているこのような部隊のほとんどは、フラットな指揮形態で指揮・支援されています。「フラット」

とはどういう意味かというと、13 のミッションがニューヨークの国連本部の指揮下で直接、運営さ

れているということです。国連事務総長特別代表（SRSG）は直接、国連本部に報告をし、時には、

事務総長にも直接報告をします。その間に階層はなく、他の軍事同盟、あるいは各国の軍組織が階

層化されているのとは対照的です。もちろん、それには賛否両論あります。 

 私どもの国連ミッションの部隊司令官は SRSG の直轄にあります。ご覧のとおり、この軍事顧問

は軍隊に対して執行の権限はありません。しかし、この点線がこの司令官のところに行っています

が、これは非常に強いものであることを示しています。ロイティ中将はわれわれの全ての部隊司令

官と非常に密な関係を持っており、任務は非常にやりがいのあるものとなっています。 

 計画を立案し、兵力を構成し、方針を発信し、103 名の士官がいるこの軍事部で軍事評価を行って

いきます。7 万 6000 人という人たちで展開されていることを考えると、軍の本部としては非常に小

さな組織だと言えます。ですから、非常に質の高い指揮官がこの軍事部におり、これら 103 名の士

官の質は非常に高く、強力な参謀、幕僚がそろっています。 
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 ご存じのとおり、冷戦の終結によって平和維持活動は一足飛びに大きな変化を遂げました。1999

年にまた大きな変革がありました。1994 年のルワンダの虐殺、1995 年のスレブレニツァの虐殺など

の過去の失敗を繰り返さないために、国連は新しいアプローチを考え直すことにしました。1999 年

には、コソボ、東ティモール、シエラレオネ、コンゴ民主共和国の指導者がついに平和協定を締結

し、国連の支援を受け入れることにしたのです。平和維持活動はこの 20年間で非常に大きな進化を

遂げてきました。 

 今日、われわれが展開しているミッションはばらつきが非常に大きくなっています。昔ながらの

伝統的な方法、基本的には兵力の引き離しを伴う、第 6 章に基づいた平和維持活動もあります。そ

の一方で、第 7 章に基づく、特にアフリカで見られるさまざまな武装グループや脅威に対するよう

な非常に近代的で複雑なミッションもあります。 

 国連平和維持活動にはもちろん欠陥や課題がいろいろありますが、われわれはその解決と改善に

焦点を当てています。加盟国とここにお集まりの皆さまのような国々、その他のパートナーと協力

することで、このような改善をすることができます。集団として、個人として、皆さまからできる限

りの支援を頂ければと思います。 

 われわれはこのような課題や欠陥を認識していますが、重要なのは、国連のしていることを他の

誰もできないということです。国連がしていることを誰もできない。すなわち、解決が困難な紛争

に巻き込まれた地域で、長い間、最も脆弱な人たちを保護してきたということです。国家主体、武装

グループ、犯罪者、その他の間で暴力が起こり、残念ながらそこで民間人から犠牲者が出てくると

いうのはよくあることです。平和維持活動は、無数の子どもたち、女性・男性の生活に、直接的に大

きな影響を及ぼしてきました。平和維持活動部隊は、毎日、このような最も脆弱な人たちを守るた

めに、時には自分自身の命さえリスクにさらしながら活動に取り組んでいます。そして、国連が何

千人もの命を救ってきたということは間違いありません。 
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 平和維持活動は、高まる脅威、受入国の同意が得られない、複雑な任務、膨大な量の保護のタス

ク、不明瞭な出口戦略、政治的プロセスに進捗が見られないなど、多くの課題に直面しています。多

くの場合、平和維持活動はもはや国連の旗で守られることはなく、その旗の下で永眠してしまうこ

とがよくあります。今年は既に、平和維持活動員が敵対勢力により殺害されました。このスライド

はその攻撃の跡を表したものです。2017 年 12 月にコンゴ民主共和国のセムリキ基地が攻撃を受け、

その結果 15人が死亡、負傷者 43人、残念なことに行方不明者が 1 人で、死亡と推定されています。

また、マリでわれわれの車両が簡易爆弾（IED）の攻撃を受けました。平和のため、国連の理想のた

めに命を落とした人たちの勇気と献身に敬意を表したいと思います。 
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 平和維持活動部隊が今日抱えている問題は、紛争の性質が変わったことによってさらに悪化して

きています。国家間の紛争に加え、武器、武装グループ、新しい技術、組織犯罪が国境を越えて移動

するようになり、それに伴って新しい形の戦争や暴力、そして非対称脅威も登場するようになりま

した。ガバナンスが弱く、不満への対応も不十分であるため、暴力の連鎖が生まれ、平和への道が複

雑化しています。紛争は長期化し、持続可能な平和のためには紛争の複数の側面に対応しなければ

ならなくなっています。マリ、コンゴ民主共和国、中央アフリカ共和国などがその例です。将来的に

は平和維持のための新しいミッションが必要となるかもしれないことも認識しなければなりません。

最も脆弱な人々を守り、最も基本的なニーズに対するセキュリティを提供することが必要になりま

す。平和維持活動は 10万人を超える人員で展開され、その後一時期減らされましたが、新しいミッ

ションが出てくるので、恐らく数は増加してくるでしょう。 
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 非常に能力の高い非国家主体と国家の軍隊との間の紛争に、平和維持活動が導入されることがあ

ります。そして、深い問題に対応しなければなりません。特に、ヘリコプター、輸送などがない中

で、かなりの長距離をカバーしなければなりません。非常に複雑で、危険性を増し、困難になって

きています。暴力の連鎖があり、非協力的な地域でさまざまな主体や組織が継続的に武器と弾薬・

資金を供給し、紛争がさらに悪化しています。このような紛争は国境を越え、さらに国際的平和に

対する脅威、文民への直接的な脅威となっています。このような避難民の数は時には何百万にも上

ることがあります。政治的な進捗も国家の制御もなく、文民の保護を軍事的ツールに頼る必要性が

かつてないほど高まってきています。ですから、平和維持活動の課題は非常に深遠なものです。し

かしながら、われわれは解決策を見ています。 
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 事務総長の「PKO のための行動（A4P）」イニシアチブを通じてわれわれはコミットメントを持

ち、今後も平和維持活動のパフォーマンスを強化していきます。その主要な側面は、文民の保護、

行動・規律の問題を防止あるいは対応するということで、それには性的搾取や虐待も含まれます。

平和維持のミッションを、より統合された多面的なミッションに変えていくこと、それ自体が新し

い平和維持のパラダイムの特徴となるでしょう。危機の複雑性により、その危機を解決するための

ツールも複雑化し、関与の施策の方向性も A4P の中で一致させる必要性が出てきています。 
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 基本的に、これは包括的なアプローチの導入が必要になります。つまり、ミッションのあらゆる

要素を結束させるということです。Action for Peacekeeping は平和維持活動を、より的を絞ったマンデ

ートに焦点を当て直し、より強化した安全な活動とし、装備も訓練された部隊も持ち、政治的解決

策を求めていくというものです。A4P というのはこのアクションのコアであり、国連の平和維持活

動のあらゆる側面に浸透しつつあります。スライドでご覧いただいているとおりです。 

 実際に、ミッションの中で進展が幾つかありました。数年前は、そんな進歩はあり得ないと思わ

れていましたが、コンゴ民主共和国での選挙が成功し、ミッションの焦点を東部へシフトすること

で部隊を縮小できました。来年はダルフールのミッションを閉鎖します。国連兵力引き離し監視隊

では、シリア側で内戦があり、国連部隊は引き揚げていましたが、これまで空になっていたキャン

プや監視ポストに人が戻ってきています。これまでになくダイナミックで、より対応力のある適応

が求められています。軍事力の研究、戦略的な見直しのシステムなども含めて、これが A4P を通じ

た平和維持活動の改善につながっています。 
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 文民の保護もよりスマートに任務が遂行されており、これをミッション全体の責任としていま

す。この保護ミッションは、安全に統合されていなければならず、リスクにさらされている文民を

特定し、それに対する脅威を防止し、対応するには団結した努力が必要です。より保護された環境

を確立していくためには、対話に入る必要があり、特に国家当局をサポートしていく必要がありま

す。しかし、このような努力がうまくいかず、暴力が続くときには、われわれの軍事作戦が必要不

可欠な役割を果たします。つまり、物理的に文民に保護を提供するということです。時には武力行

使も行います。武力を恐れてはなりません。必要なときには武力を行使しなければなりません。も

ちろん武力行使は厳しくコントロールされ、それぞれのミッションごとに分かれた交戦規則にのっ

とっています。 

 これまで数年間、派遣地域ごとに防護戦略を立て、コンゴ民主共和国では早期警戒ネットワーク

をつくり、あるいは文民保護のミッションがある場合には、情報や分析を行い、補足的に保護のフ

ットプリントを拡大するなどの戦略を取るようにしました。そのためには、長距離をカバーしてタ

イムリーに介入できる、ヘリコプターのような機動的なアセットが必要となります。 
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 平和維持要員のパフォーマンスと、その安全確保は明確につながっていることが分かります。そ

の両方とも強化することが最優先事項となります。A4P の中にあるように、とりわけ平和維持要員

の安全確保の向上を、ハイリスクのミッションでわれわれは非常に重視しています。 
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 例えばここにあるとおりです。これは 2017 年にカルロス・サントス・クルス将軍が平和維持要員

の安全について報告書を作成し、それに基づいて明らかになったアクションプランができています。

2017 年は、国連の平和維持活動の中で犠牲者が非常に多く出た年でもあります。行動項目 122 項目

のうち 75 が完了、47が残っています。このアクションプランはその重要性に鑑み、毎日、取組を新

たにしている、生きた文書でもあります。 
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 平和維持活動においては、適切な訓練がなければパフォーマンスが削がれ、マンデートの実施能

力も落ち、平和維持活動に従事する要員は危険にさらされることになります。従いまして、派遣前

の訓練と評価に特に力を入れています。そして、リーダーシップトレーニング、ミッション中・派

遣中の訓練も重視しています。机上演習、指揮所演習もこの中に入っています。 

 国連加盟国に対しては、国連事務局が用意した基準とガイダンスに従って、派遣部隊に入念に、

事前に訓練を施すように非常に強く訴えています。これには、武器の取り扱い、応急手当、人権や

防護に関する課題の周知ということももちろん入っております。警察でも軍でも、訓練というのは

プロフェッショナリズムの根幹であり、パフォーマンスの基盤となります。派遣国に対しては、要

員への訓練に真剣に取り組んでほしいと思います。全体的なアプローチで臨むように求めておりま

す。適切な訓練のための支援を必要とする国もあります。ですから、われわれとしては、支援のた

めのパートナーシップのメカニズムを明示することが必要だと考えています。本日お集まりくださ

った、日本のように、特によく整備された軍をお持ちの国々に対しては、このような支援をぜひお

願いしたいと思います。すなわち、派遣前に質の高い訓練を実施し、派遣先で求められる課題に十

分に準備ができているようにしておくことは、国連軍の要員とわれわれ全員の利益に適うことで

す。 
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 派遣前の訓練を特に重視していると先ほど申しました。パフォーマンス水準と定期的評価のため

の枠組みに照らして、軍事パフォーマンスの包括的な評価のシステムをつくりました。それは指揮

統制、文民防護、規律、訓練といった部分が評価対象に入っています。そして、作戦上の即応性の

スタンダードにそれが充足されているかどうかということを確認した上で派遣していただきたいと

思います。この個人および集団としての技能をテストして事前に評価するための新しい方法論も、

われわれは開発しています。そして技能で不足している部分を明らかにして、そこに的を絞った訓

練、装備支援をすることができると考えています。要員の仕事ぶり、パフォーマンスがこれまで以

上に重視されています。それは PKO 要員への期待が高まっているからに他なりません。ですか

ら、これは死活的に重要なことです。 
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 こちらは派遣前の軍事的な能力を個人および集団的部隊としてのレベルで評価するために、どん

なことをやるかということが分かると思います。これは「作戦即応性準備ガイドライン」に基づい

て、派遣国がつくる「フレームワークエクササイズ」に基づいて実施されます。マンデートによって

文民防護に関わるシナリオが入ることもよくあります。実働演習を通じて、中隊および小隊レベル

での任務の遂行状況を検証し、ミッションに合わせたシナリオに対する部隊の反応能力も検証しま

す。このような評価はパフォーマンスの向上に不可欠です。実はこれに関してビデオを持ってまい

りました。午後に時間があれば、これをご紹介したいと思います。 
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 もう一つ重要なことは、女性の平和維持要員です。女性の平和維持要員の訓練と派遣がもっと必

要です。これは政治的に必要だから、正しいからやるということではありません。平和維持活動の

あらゆるレベルで女性を配備することが、現場での計画実施能力の向上に役立つということは既に

実証されています。女性がいると、派遣先の地元住民とのコミュニケーションが高まるということ

が分かっています。目標を設定して女性の数を増やそうと思っていまして、それは順調に進んでい

ますが、これは簡単ではなく、特に要員派遣国でこのような取組を支援してくれるかどうかにかか

っています。 

 13 の PKO 全体で女性の占める割合がどれくらいになるかを簡単に申し上げます。女性の司令部

要員および軍事監視員の割合は、14.5％です。国連本部での軍事ポストに女性の占める割合は 21.5％

です。派遣部隊で、女性軍人の割合は 4.4％です。現在、女性フォースコマンダーが 1 人います。女

性副司令官は 2 人です。最近までは、フォースコマンダーのレベルで女性が 2 人いました。かつて

は軍のトップレベルに女性はいませんでした。それから、軍のジェンダーおよびプロテクションに

関する顧問が現場レベルで 19 人います。女性の軍人の平和維持要員の数は増えていますが、やはり

加盟国の支持がなければ目標は達成できません。現在、派遣要員の中に占める女性の割合が 5.25％

ですが、これを 2028年までに 15％に増やしたい、その目標のために皆さんのご支援が必要です。 

  



24 

 

 

 それから特に、平和維持活動要員の規律を重視したいと思います。事務総長も、あらゆる形態の

規律違反に対応し、その予防を重視しており、特に性的搾取と虐待の根絶に非常に力を入れて取り

組んでいます。これに関しては、国連がそのシステム全体として一切容認しない、Zero Tolerance の

姿勢を貫いて徹底しています。 

 性的搾取と虐待は、われわれの最も高い価値観に反するものであり、われわれの最も高い規律の

基準に対して要員が確実に従うように、今後も努力していきます。ご承知かとは思いますが、この

部分はリーダーシップとつながります。一番規律のある部隊はパフォーマンスも一番良く、最も優

れた指揮・指導の下にあるという傾向があります。この規律は、指揮上の問題です。中隊に夜間作戦

をさせる、また文民の任務を防護する能力と同じくらい、指揮に関わる責任です。 
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 リーダーのパフォーマンスも非常に重視しています。このためにセクターコマンダーや歩兵大隊

指揮官の課程などを設けており、セクターおよび大隊の指揮官が例外なく、最低限必要とされる現

場での知識を身に付けていけるように徹底しています。そして、これらの課程コースのスポンサー

が今、最も支援を必要としているところであり、皆さまからのご支援を賜りたく、ご検討いただけ

れば幸いです。 
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 非常に複雑でリスクの高い紛争に対応するために、平和維持要員も、より機動的な事前対応能力

が求められるようになっています。部隊編成、形成という意味で、60 日以内に派遣できる待機部隊

の検証として、PCRS（平和維持活動即応能力登録制度）を国連で始めています。加盟国はここを

通さないと、PKO にコミットできません。私のいる国連事務局では、このメカニズムを通じて派

遣部隊を選択することができます。ここにたくさん登録されていても、具体的な能力が足りないと

ころもあります。特にマリの MINUSMA（国連マリ多面的統合安定化ミッション）のような、非常

に課題の多いミッションでは専門的能力が足りません。高い専門性と能力を備えた部隊は、国連の

中では決して足りてはおりません。特に歩兵以外の部隊、緊急能力や展開能力のある部隊、情報部

隊、そして女性がもっと必要です。このような資源をぜひ皆さんから提供していただきたいと思い

ます。 

 マリでは、攻撃を受けたときの生存性を高めるための装甲兵員輸送車がどうしても必要です。中

央アフリカ共和国では、24時間対応可能な、遠隔地に医療搬送するためのヘリコプターが必要で

す。その他に、武装多用途ヘリ、ISR 部隊、緊急反応部隊、航空機動衛生チームなどがまだ足りま

せん。このような分野への支援を皆さま方から頂ければと思います。 
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 やはりもっとパートナーシップで能力のギャップを埋める必要があります。合同の派遣部隊をつ

くる、あるいは装備・訓練提供国と部隊派遣国を結び付けるようなやり方です。訓練や能力の構築

に関する国連の緩やかな調整メカニズムがあります。能力構築を提供する国や国連に対して、訓練

のギャップを伝え、トレーニングがどこでできるかを明らかにし、パートナーシップを促進してパ

フォーマンスを向上するものです。このような緩やかな調整メカニズムがうまく機能するか否かは、

2 国間の訓練制度や訓練のニーズについて、加盟国が私たちに詳しい情報を教えてくれるかどうか

にかかっています。 
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 さて、将来どういうことが必要なのか、そして日本への期待について述べたいと思います。まず

は、司令部要員への派遣を今後も続けていただきたいと思います。可能ならば実動部隊の派遣、特

に高度な専門能力を持った部隊、例えば施設部隊、戦略空輸支援など、それからジブチの基地から

戦略空輸支援などを頂けたらありがたいです。 

 2 番目ですが、非常に成功している「三角パートナーシップ」を続けていただきたいです。われわ

れと国連事務局としては、そのために、日本の支援で訓練を受けた要員が確実に PKO に派遣される

ようにしたいと思います。実際には、日本で訓練を受けていても 2 割ぐらいしか派遣されていない

という実態があります。 

 3 番目に、軍事顧問室が行っているトレーニングへのスポンサーシップを頂ければと思います。例

えば、エンテベでリーダーシップコースとして、セクターコマンダーや司令部参謀長、あるいは歩

兵大隊長向けのコースを開設しています。それらのスポンサーを頂けたらありがたいです。 

 それから、素晴らしい工兵部隊マニュアルができました。これに倣いまして、その他のマニュア

ルや訓練マニュアルの開発に当たってご支援を頂ければありがたいです。このような分野について、

できれば皆さんと議論をさせていただければと思います。 
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 最後になりますが、国連平和維持活動の抱える課題は甚大です。だからといって、ひるんではな

りません。申し上げたとおり、さまざまな課題に対応するための戦略もあります。例えば、A4P（Action 

for Peacekeeping）の中で取り組んでいるとおりです。しかし、この戦略を実践できるかどうかは、結

局、国連加盟国その他の関連機関の全面的な支援があるか否かにかかっています。ですから、皆さ

ま方、国連平和維持活動への支援、強力な政治的支援、そして能力のご提供を頂きたくお願い申し

上げます。 

 このような機会を頂きましてありがとうございました。最後のメッセージですが、国連平和維持

活動というのは、多国間主義の非常にユニークなツールの一つです。これは私たちが集団として取

り組むことで向上させ、今日のニーズに対応することができるものです。 
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 ご清聴ありがとうございました。国連軍事顧問のロイティ中将から、今回やむなく欠席となりま

したが、皆さま方によろしく、そして将来機会がありましたら参加したいというご挨拶を預かって

おります。皆さま、ありがとうございました。 
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パネル討議 

モデレーター：篠田 英朗 氏（東京外国語大学大学院 総合国際学研究院教授） 

 

（篠田教授） どうもありがとうございました。皆さん、こんにちは。本日はようこそお越しくださ

いました。今からパネルディスカッションを開始いたしますが、司会を務めさせていただく東京外

国語大学の篠田です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず、パネリストの方々にプレゼンテーションを、1 人 20 分程度を目安に頂きます。その後、少

しビデオクリップなども用意されていますので、それを視聴した後に、今から 75 分から 80 分を経

過したところで、3 時 35 分ぐらいに休憩を挟む予定になっております。皆さま、もしご質問がござ

いましたら、質問用紙に質問を記入の上、休憩時間の間に提出していただくという要領になってお

ります。休憩の後は、予定では 3時 55分ぐらいから再開しまして、皆さまからご提出いただいた質

問を中心にさらに自由に討議を進めていくという予定にしております。そして、最後の自由討論に

1 時間程度を予定して、4 時 55 分ぐらいに終了となっておりますので、プレゼンテーションを聞い

ている間にもぜひ質問などを考えて、休憩時間に提出していただければと思います。 

 本日は 3 人のパネリストの方を予定していますが、もう 1 人、ある意味幸いなことにパネルに参

加していただいているのがワイルディッシュ大佐でございます。ワイルディッシュ大佐はロイティ

中将の代理としてお越しになり、基調講演の代理をお務めいただいたわけですが、大佐ご自身は非

常に経験が豊富で、国連の中で中将を助けてご勤務されている、大変経験・知識を豊富にお持ちの

方でいらっしゃいます。もし基調講演に対する質問があれば、相当程度にお答えいただけるでしょ

うし、ワイルディッシュ大佐ご自身の経歴を踏まえた質問もあれば、もちろんそれにもお答えいた

だけるのではないかと期待しております。もしワイルディッシュ大佐の方から、代理ということで

はなく、大佐ご自身から付け加えてみたいようなことがあれば、まず冒頭で少しお願いしたいと思

いますが、いかがでしょうか。 

 

（ワイルディッシュ） ありがとうございます。一つ、私が申し上げるのは、国連本部に入ってか

ら、またキプロスにもおりましたが、政治が全てにおいて勝るということです。もちろんそれは重

要ですが、軍人としてもそれを心に留めておくことはとても重要です。私のボスのロイティ中将は、

いつも事務総長の下にいますが、大使などと話をする機会が多々あります。私たちがやることは全

てもちろん、政治的な要素があります。ですから軍人として、特にそのような環境に行く場合、必ず

心に留めておくことは、政治が大きな支配力を持っているということです。そして、それがずっと

下まで浸透しています。例えば、人選や作戦です。それを決して忘れてはいけません。 

 幸いなことに、私は前任地のキプロスでギリシャ・トルコ間の和平交渉に携わりました。それは

本当に素晴らしい経験で、政治について学びました。ですから、軍人として少し自分を持ち上げ、政

治の世界に身を置かなくてはなりません。ちょっと落ち着かない場合もあるでしょう。しかし、そ

れは本当に素晴らしい世界です。本部などで学べましたので非常に良かったと思っています。 

 それが私が今お話ししたいことですが、他にも何かありましたらまた後ほどご質問をお願いしま

す。篠田先生、ありがとうございました。 

 

（篠田教授） ありがとうございました。Primacy of  Politics（政治の卓越性）とでもいいましょうか、

政治的な分析・動向把握が大変に重要であるということは、2015年の「HIPPO レポート」とわれわ
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れは呼んでいますが、国連平和活動に関する報告書の中でまず第一に強調されたことで、それ以来

ずっと平和構築・平和維持活動の業界で強調され続けているメッセージ、それをワイルディッシュ

大佐からも改めて聞かせていただいたということかと思います。 

 現在、ロイティ中将は、コンゴ民主共和国の東部地域のベニで騒乱があり、いろいろ情勢把握・収

集に務められているということです。ラクロワ国連平和維持活動局長も一緒に行っていて、局長と

中将・ミリタリーアドバイザー、共にコンゴ民主共和国に行かれているようです。まさに、非常に流

動的な政治情勢の中で国連平和維持活動を進めていかなければいけないという最新の事例が一つ生

まれたという状況にあり、そのあたりを踏まえて、ワイルディッシュ大佐の具体的なご知見もまた

後ほど披露していただければと思います。 

 それでは、プログラムの記載どおりの順番に従って、各パネリストの方々にプレゼンテーション

をお願いしたいと思います。まず最初は、山下光防衛研究所理論研究部政治・法制研究室長から 20

分程度を目安にご報告いただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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パネリスト：山下 光 氏（防衛研究所理論研究部政治・法制研究室長） 

 

 

 

（山下氏） 防衛研究所の山下です。これから 10 分ほどお時間を頂き、研究者の観点から、今日の

テーマである「平和維持活動の新潮流」という点について簡単に、一つの視点を提供させていただ

きます。視点としては、特に概念的な分析を軸にしてお話ししたいと思います。 
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 特にこの発表の中でお話しさせていただきたいのは、「国家建設」という概念、「国家建設」とい

うパラダイムにフォーカスをした分析を展開したいと思っています。基本的に発表で申し上げたい

ことは 2点ありまして、一つは、ポスト冷戦期において国家建設のパラダイムというものがあり、

それがポスト冷戦期の現代に至る平和活動の一つのドライバーになってきたという点です。 

 2 点目は、その国家建設の考え方というものが近年変わりつつあるという点です。その位置付け

が変わりつつあることによって、それが現在、あるいは今後の平和活動の在り方・姿に影響を与え

るのではないかという、その 2 点についてお話し申し上げたいと思います。 

 考え方の手順としては、平和活動の話から国家建設の分析の話に移り、その国家建設の分析から

平和活動にどのような意味があるのかということを最後に示唆するという流れで考えています。 
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 この表は少しおさらいということで、今の平和維持活動がどのような任務を含んでいるのかにつ

いて、主に PKO のマンデート等を見ながら整理したものがこの図になります。非常に多くのこと

が書いてありますが、ここのところで特に見ていただきたいのは、このピンクと赤のところです。

こういう活動は伝統型のミッションとは違い、いわゆる多機能型ミッションというものです。その

実質的なところは「国家建設」という目的に資した活動・任務になっています。つまり、平和活動

が「国家建設」としての役割を担っていますが、しかしこの国家建設における「国家」というのは

どのような類の国家でもいいというわけではないと。ここにおける国家というのは、いわゆる自由

民主主義的な国家のモデルが一つの基底になっていると考えられます。 

  



36 

 

 では、ここからさらに一歩引きまして、では国家建設における「国家」とはどういうものか、概念

的に簡単に広く整理をしてみたものがこの図になります。「国家主権・領土保全」「人権」「民主主義」

「国際参加」の四つの軸、それぞれについて中身があって、ここで詳細にお話しする時間的余裕が

ないのですが、要するに、人権と民主主義というものをよりよく実現するための国家というものが

あり、それを可能にするための重要な一つの条件として、「外に開かれた国際的参加が可能な形態の

国家」というものが望ましいと。そういうモデルがあり、そういう国家を国際社会で支援をしてつ

くりましょう、というのがポスト冷戦期における国家建設です。また、その国家建設というパラダ

イムにおける国家の在り方として考えられると思います。 

 ここで矢印を引いてこのようにそれぞれ書いてありますが、これは紛争後の状況においてそれぞ

れの要素がどのようなことを要求するのかについてご参考までに記しているものです。 
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 さらに国家建設論を考え続けるわけですが、今お話ししてきたのは、要するに多機能的な形に進

化をしたポスト冷戦期の平和活動があると。それが、自由民主主義的な国家建設のパラダイムとい

うものに非常に刺激を受け、それに促された形で行われてきたのではないかという、一つの見方を

提示しています。では、なぜ、この自由民主主義的な国家建設が説得力を持ったのかという点をこ

れから分析していきたいと思います。 

 私が考えているのは、これが説得力を持った理由というのは、国家建設の考え方自体が安全保

障、政治あるいはイデオロギー、そして開発分野、それぞれの言説において非常に力強くサポート

されていたところがあるということです。つまり、国家建設というものをまず安全保障の分野で見

ますと、「破綻国家論」という議論がありました。政治イデオロギーの分野では「民主主義の平

和」という議論がこれもやはりポスト冷戦期に非常に影響力を持ちました。開発分野で言うと「脆

弱国家論」、これは「破綻国家論」と少し似ていますが、それに基づく「グッドガバナンス論」が

非常に強調されました。これら三つに支えられた形で、この国家建設論が非常に力を持ったと私は

考えています。 

  



38 

 

  

それぞれの内実をもう少し考えていきたいと思います。今の話というのは、要するにポスト冷戦期

に国家建設論というものが、安全保障、政治イデオロギー、そして開発のそれぞれの分野におい

て、非常に力強い、影響力のある概念・言説によって支えられていたということです。そこをそれ

ぞれについてもう少し見たいと思います。 

 まず国家建設論の一つの重要な柱である「破綻国家論」がなぜ出てきたのかというのは、多くの

方がご存じかと思いますが、冷戦が終わり、国家間の脅威が比較的、相対的に低くなってきた。そ

れに代わって非常に着目されるようになってきたのが「新しい戦争」や、破綻国家が地域やグロー

バル社会に新たな脅威をなすのではないかという考え方です。それに従えば、「安全保障アクター

も国家建設というものに力を入れないといけないでしょう」という考え方が導かれます。まずそれ

が第一です。 
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 次に開発論ですが、これも少し似ているところがあります。開発がなかなかうまくいかないとい

う議論がある中で、そこで着目されてきたのが、開発をする側ではなくて、開発支援を受ける側の

ガバナンスの能力、特に経済運営の面での困難さやチャレンジというものがあり、そこを改善しな

いとうまくいかないのではないかという議論が台頭するようになってきました。これは開発におけ

るグッドガバナンス論ということになります。 

 これら、破綻国家論もグッドガバナンス論もいずれも、違う側面から国家というものを問題化し

ています。国家というものは国際社会がある方向へと支援をしていかないとうまくいかないでしょ

う、という考え方に導かれます。 

 もう一つ、政治イデオロギーの面ですが、ここのところでポスト冷戦期に非常に影響力を持つよ

うになったのが「民主主義の平和」という概念です。これは民主主義あるいは自由民主主義という

ものが勝利したという文脈の中で、自由民主主義の促進と平和とを結び付ける考え方です。最初

は、旧社会主義諸国の移行の問題で、民主主義をいかに導入するのか、民主主義にどのように移行

するのかという問題として関心を集めました。その後、さらにそれを超えて、紛争後の状況におい

て平和の処方箋としても捉えられるようになってきたという流れがあります。 

 まとめますと、慢性的な貧困や、紛争後の非常に不安定な状況に対する非常に効果的な処方箋と

して、自由民主主義的な国家の建設が提唱されるようになってきたという文脈があるように思いま

す。 
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 しかし、それが近年変わってきたと思います。まず、安全保障の側面で申しますと、そもそも脅

威認識がまた変わってきたところがあると思います。ここ 5 年ぐらいの動向で言いますと、国家間

関係が再び脅威認識の中で非常に重視されるようになってきたということが一つです。さらに、宇

宙やサイバー、そのような安全保障の新しいドメインの存在が非常に意識されるようになってきま

した。そうすると、脅威の源としての破綻国家という考え方自体はなくなったわけではないのです

が、他のものと比べると若干色あせて見えるという点が一つです。 

 開発の分野に即して言うと、それまで開発のルール・オブ・ゲームを規定していた OECD の開

発援助委員会（DAC）のメンバー以外の新たなドナーが、非常に影響力を持つようになってきまし

た。もちろん、新しいドナーは一枚岩で活動しているわけではありませんが、そもそも経済開発の

一つの方向性としての「グッドガバナンス」自体に疑問が呈されるようになってきました。また、

そのようなドナーが出てきたことにより、違うモデル、違う活動の仕方が提示されるようになって

きたという影響があるように思います。 

 政治イデオロギーのところで言うと、国際関係が広く議論されますが、リベラルな国際秩序に対

する挑戦が最近、非常によく議論されるようになってきました。新しく台頭している国は、開発と

同じように、いろいろな考え方やアプローチを持ってはいます。ですが確立した自由民主主義諸国

に内在する諸問題と併せて、自由主義・自由民主主義に基づく国際秩序が若干色あせて見えるとい

う文脈がだんだん出てきつつあるのではないか。つまり、全体として何が言いたいかというと、国

家建設論があり、それが安全保障における破綻国家論、開発におけるグッドガバナンス論、そして

政治イデオロギーの分野における民主主義の平和論というものがあり、それらに支えられていたわ

けですが、それら諸要素がさまざまな仕方で挑戦を受けるようになってきました。  
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これは元の図ですが、そうすると、国家建設を支えている概念的な意図がだんだん綻びつつある

のではないかと考えられます。 

 

 ここまでは国家建設の話を長々としてきました。国家建設において、特に安全保障面で重要な役

割を果たしてきたのが、平和活動です。ポスト冷戦期において、国家建設論の台頭と併せて非常に

活発に多機能化してきたのが平和活動であるといえます。  
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 平和活動を支えていた国家建設論がこのような形で変質を遂げつつある。では、それはどのよう

な意味があるのでしょうか。 

 

 なかなかこれは難しい問いでして、はっきりした答えを出すのはなかなか難しいのですが、少な

くとも二つぐらいは言えるのではないかと思います。 

 一つは、平和活動の姿が多様になるのではないかということです。国家建設は非常に包括的な営

みなので、国家建設論が要求する平和活動の形も包括的なものである必要があります。しかし、そ

の国家建設というもの自体がある種の力強さを失っている状況であるとすると、必ずしもそのよう
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な包括的なオペレーションである必要はなくなるのではないか。文民のオペレーションもあるかも

しれないし、軍事的なものもあるかもしれないし、能力構築支援のようなものに特化した（EU な

どがよくやっていますが）形も考えられる。これが一つです。 

 これは現象面ですが、もう一つ、もっと根本的な問題としてあるように思うのは、ポスト冷戦期

の青写真が消えつつあるということです。ここで青写真というのは、先ほどからずっとご説明申し

上げてきた国家建設のパラダイムです。しかし、それが先ほど申し上げたように、ある種の説得力

を失いつつあるように見えると。 

 他方で、それに代わるパラダイムが何か出ているかというと、それもはっきりしません。そうす

ると、現状、少なくとも見通し得る未来において、どのようになっていくのかというと、恐らくは

っきりしない状況が続くのではなかろうか。つまり、現状の中で良いところを使いながら、何とか

やりくりをしていく。つまり国家建設の中で、あるアクターはある部分を生かしていき、場合によ

っては、それをより進展させるかもしれないけれども、国家建設論のある部分については無視す

る、あるいは修正する、という形で事態はどんどん変わっていくのではないか。そのような形で国

家建設論の中の残っている部分で、アクターがそれぞれの目的や思惑に従って協力あるいは競争し

ながら、現実の平和活動をどんどん進めていくのではないかと思います。 

 この発表でお話しさせていただいたのは、要するに、平和活動というものをポスト冷戦期の状況

の文脈において考えてみると、国家建設論において理解できると。その国家建設論は、実はここ数

年、国際政治における位置付けが変わりつつあるのではないか。それによって、平和活動も今後ど

のように変わっていくのかということに関しては、ある種の不確実性を捉えることができるという

ことです。 

 全体として申し上げたいのは、平和活動は常に変わってきた歴史がありますが、平和活動が新た

なものへとさらに変わっていく、そのフェーズに入りつつあるのかもしれない、ということです。

それを全体として捉えて、このシンポジウムのテーマである「新潮流」を考えていくためには、一

歩引いて遠くから眺めるということも頭の体操として時には必要だと思います。その示唆をもちま

して、この発表を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。 
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（篠田教授） 山下室長、ありがとうございました。山下室長の場合は防衛研究所にお勤めでいら

っしゃいますが、研究者であり、学術的な素養も大変深く、プロフィールのところでご覧いただけ

ますように、英語での著作なども複数お持ちでいらして、われわれ研究者との交流も非常に深く、

それも含めて大変包括的な導入のお話を頂けたかと思います。冷戦が終わった後、平和活動は、数

が急速に拡大していったのみならず、活動の内容も進化していきましたが、われわれ学術界ではそ

のことを自由主義的な価値規範の枠組みに沿った進展だと捉えて、いろいろな議論をしました。山

下室長が言及されたように「脆弱国家論」、これはどちらかというと開発の方にも係ってくるよう

な概念で、OECD DAC、ニューディールと言われたようなグループが脆弱性という概念に着目し

て、いろいろな開発援助の取組を刷新していった。その大きな潮流の中に、自由主義という価値規

範を基盤にした枠組みがあったとしたら、それが最近揺らいでいるのではないかという非常に大き

な問い掛けですね。その背景には国際政治全般で語られているような、自由主義的な国際秩序の揺

らぎという、平和活動や開発援助を超えた巨大な国際社会全体の問題構成があって、このような大

きな時代の変化が感じ取られているのではないかということで、今日、冒頭で私は触れることはで

きませんでしたが、今日のシンポジウムの題名である「新潮流」について、山下室長から非常に包

括的な示唆を頂けたと思います。 

 実は、山下室長の著作の中で、その題名を見ていただくと示唆できるのですが、本来であれば国

連を超えたさまざまな平和活動のアクター、活動の参加者を捉えたご研究もされていて、今日の題

名、「国連をはじめとする国際社会による PKO」といったものが表現されていますが、そのあたり

ももし可能であれば、国連以外のアクター、それと国連との関係という問題も後ほど議論の中に取

り込んでいけたらと思います。 

 それでは次の報告者のご紹介ですが、ピーター・コンロイ陸軍中佐、オーストラリア軍平和活動

訓練センター長で、少し趣を変えて、実務者の観点から、より具体的な平和活動の取組、あるいは

平和活動にどのように貢献していったらいいかというご示唆を頂ければと思います。それではどう

ぞ。  
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パネリスト：陸軍中佐 ピーター・コンロイ（オーストラリア軍平和活動訓練センター長） 

 

 

 

 

 （コンロイ中佐） 大使閣下、そして指揮官、ご来賓の皆さま、ご参列の皆さま、このシンポジ

ウムで、特に重要なトピックである平和維持について日本の皆さまにお話しできることを光栄に思

っております。オーストラリア軍平和活動訓練センター長、そして部隊長として、私も平和活動の

支援の重要性を強く認識しており、それによってグローバルな安全保障・安定性を維持できます。

私は指揮官としてこの 2 年間、このようなフォーラムに数多く参加してきました。これだけ多くの

国から出席されているのを見て、驚いています。皆さんは似たような利益を共有し、グローバルな

平和と安定性を維持するために努力しておられます。 
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 しかしながら、ここでは少し別の話をしたいと思います。私は、大変熱心なラグビー選手であり、

応援もするしファンでもあります。この 36 年間、ほとんどの生涯をずっとラグビーをプレーしてき

たようなものです。現在のオーストラリア代表チーム「ワラビーズ」の一部の選手とも一緒にプレ

ーしたことがあります。2015 年 9 月 15 日の夜、私はアフガニスタンのカンダハルで、アフガニスタ

ン国軍 205 師団の将校のメンタリングを行っていました。夕方、一方の目では翌日のメンタリング

活動の準備をしながら、もう片方の目では皆さま方の日本の誇り高いチームが、強豪の南アフリカ

チームと対戦する試合を見ていました。そしてこれが起きたのです。 

―動画上映― 

 ご覧のとおり、ボードの真ん中にありますが、34対 32で日本が勝ちました。もう私は大声で叫ん

でいました。一体、何が起きたのかと、オーストラリアの警備担当が私のオフィスに飛び込んでき

ました。でも、私は日本を応援していたのです。 

 今年も素晴らしいことが起きました。日本がワールドカップの開催地となりました。日本はスコ

ットランドとアイルランドという二つの強豪国を破ったので、なおさら日本を祝したいと思います。

史上最高の本当に素晴らしいワールドカップだったと言われています。ラグビー史上最大の番狂わ

せだったと思います。チェリーブロッサムズ、ブレイブブロッサムズはこれからもっともっと強く

なっていくと思います。また、フィジーのラグビーワールドカップでの成功もお祝いしたいと思い

ます。もっと重要なことに移りたいと思います。 

  



47 

 

 オーストラリアは、地域とグローバルの平和と安全保障の維持には平和活動が重要だと考えてい

ます。これまで 70年以上にわたって積極的に平和活動に参画してきました。1947 年以来、62の国

連、その他の多国籍平和・安全保障活動に軍・警察要員を派遣してきました。1947年にはインドネ

シアに小さなチームを送り、オランダ東インド会社の脱植民地化の支援をしました。また、国連の

通常・平和維持予算の拠出額では世界第 11番目の貢献もしており、1947 年に多国籍平和維持軍の

司令官も務めています。 
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 そして、オーストラリアは近隣のソロモン諸島、パプアニューギニア、東ティモールのミッショ

ンでも主要な役割を果たしました。また、カンボジアを平和的解決に導いた外交でも有益な役割を

果たし、国連カンボジア暫定統治機構にも貢献をしています。このミッションでは最初の軍の部隊、

そしてその部隊長も派遣しました。オーストラリアは、英連邦ミッション、ジンバブエ、ウガンダ、

アフガニスタンの国際安定化機構にも貢献してきました。 
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 平和活動に関するわれわれのコミットメントは今も続いています。オーストラリアの平和維持部

隊は UNTSO（国連休戦監視機構）に参加しています。これはイスラエルです。国連南スーダン共

和国ミッション、そして国連ミッションではありませんが多国籍部隊・監視団（MFO）にも参加し

ています。現在の MFO の司令官はオーストラリア陸軍士官サイモン・スチュアート少将で、彼が

このポストに就いて今年で 3 年目ですが、今年が MFO の司令官として最後の年となります。キプ

ロスの国連平和維持部隊の部隊長を務めるのはオーストラリア陸軍のシェリル・ピアス少将、ま

た、朝鮮半島の国連軍副官をスチュアート・メイヤー少将が務めています。 
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 オーストラリアとしては紛争の根本原因に対応し、平和的な包摂的な社会の基礎を構築すること

が紛争の防止と解決につながると信じています。また、国連の平和構築構造を通じて、国連の平和

構築活動に対しても多大な貢献をしています。国連の政治・安全保障・開発活動のプログラム、カン

トリープログラムに焦点を当て、紛争の防止・その再発防止・持続可能な平和に貢献しています。ま

た、国連構築委員会、国連平和構築基金、平和構築支援事務局は 2005年に構築され、紛争とその再

発の悪循環に陥っている国へ支援を行っています。 

 オーストラリアは 2016 年から 2018 年の 3 年間にわたって 1000 万ドルを拠出し、国連平和維持基

金を通じて迅速かつ柔軟な資金を提供し、深刻な紛争が起きている地域でその防止に努めています。

また、ミャンマー、パプアニューギニア（ブーゲンビル）、スリランカ、ソロモン諸島で平和構築プ

ロジェクトを支援してきました。 

 オーストラリアは、保護する責任（R2P）原則の国際的な実施を推進してきています。特にジェノ

サイドのような大量虐殺犯罪、戦争犯罪、人道に対する犯罪、民族浄化から国民を守るという国家

の責任に対応するものです。オーストラリアは”Group of  Friends of  R2P（ニューヨーク／ジュネー

ブ）のメンバー、Global Network of  R2P Focal Points の共同ファシリテーター、グローバルな大量虐殺

犯罪に対するアクションのパートナーでもあり、オーストラリア政府はアジア太平洋地域の R2P セ

ンター、グローバル R2P センター、国連ジェノサイド防止特別顧問の合同オフィスにも資金を供与

しております。 
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 また、オーストラリアは、国連が規則に基づいた国際秩序の基礎となっており、関係諸国がグロ

ーバルな課題に対応するために集まれる唯一の場であると考えています。2013年、2014 年には国連

安保理事国を務め、その重要性を強化してまいりました。 

 また、平和活動を強く推奨し、国連の第 6章・第 7 章の下における活動、例えば東ティモールに

おけるミッション、それから第 8章のソロモン諸島地域支援ミッション（RAMSI）を支援していま

す。平和活動・平和構築システムに対して効果的な貢献しているという評価を維持できるよう努め

ています。その中で、要員の訓練、装備、物資の支援、後方支援、専門家の訓練なども行っていま

す。他にもニッチな貢献もしています。例えば戦略的な航空輸送、地雷撤去、諜報、チームやグル

ープの形成まで入ります。 

 統合された政府全体のアプローチが常に適用され、平和活動に対する貢献となれば、常にそれを

考慮に入れています。政府は具体的な拠出金が最も適切なところ、そして国益に適うところに充て

られるように常にコミットしています。 
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 また、平和維持システムが逼迫していることを認識し、オーストラリアは 2015 年 9月、平和維

持のリーダーズ・サミットにおいて、危機的な状況にある国連平和維持活動に際し、いつでもどこ

でも戦略的な航空輸送に対応する旨の誓約をしました。また、国連部隊派遣国の能力構築にも貢献

し、IED のような簡易爆弾の対策に関する地域の専門家の養成にも努めています。このような支

援・装備・訓練・能力構築の努力については、また後ほどお話しします。 
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 オーストラリアは具体的な能力を平和維持活動に提供し、パートナー、部隊展開の能力構築の支

援をしています。その一つの例としてはベトナムへの支援があります。オーストラリアはベトナム

に装備と訓練を提供し、南スーダンに Role 2の病院を展開する支援をしました。2015 年から 2018

年まで、Role 2 Hospital の指揮監督訓練、平和維持訓練、英語の訓練を行いました。2018年 10月 16

日、南スーダンの Role 2 Hospital で戦略的航空輸送支援、装備の展開を行いました。現在オースト

ラリアは Role 2 Hospital に対して 2回目の要員・装備をベトナムが行う支援をしています。 
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 また、オーストラリアはフィジーとも緊密な協力をしており、その能力構築をして、平和維持活

動に当たることを支援しています。2017 年、オーストラリアはフィジー軍が 10 車両のブッシュマ

スター防護機動車を購入する際に、協力・支援をしました。これは右下にあります。それにより、

UNDOF（国連兵力引き離し監視隊）の支援をすることになりました。また、機動車両の運転や保

守の訓練も行いました。また、フィジーでブラックロック平和維持訓練センターを構築するプロジ

ェクトも展開しています。これによって、フィジー軍がより良い兵力を展開できるようにしていま

す。また最近は、2021 年からアジア太平洋平和維持活動訓練センター協会（AAPTC）をフィジー

で立ち上げるための協力要請を受けました。これは 2021 年にオーストラリアで行いますが、フィ

ジーでもブラックロックの正式な開設と合わせてこの会を開催したいということでした。 
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 さて、オーストラリア国防軍の平和維持活動訓練センターは、オーストラリア国防軍、国際パー

トナーに対して、各要員に国連が認証する派遣前研修を行います。国連スタッフ・オフィサーズコ

ース、国連ミリタリー・エキスパート・オン・ミッションコースも提供しています。誰でも最初の

1週間で国連の派遣前訓練教材に基づく教育を受け、その後にそれぞれ個別の訓練を受けます。世

界各国から非常に優れた国際的なメンバーの参加を得ています。これにより、われわれのコースに

非常に多様性がもたらされています。来年のコースの日程は、このスライドの左下のとおりです。

2019 年に実施された 3 回目の派遣前研修で、日本からの参加者も受け入れることができました。 
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 また、8 日間にわたるジェンダーアドバイザーコースは素晴らしいものです。女性の平和と安全

保障は重要なアジェンダであり、ジェンダーの視点を軍の作戦に提供するということで非常に重要

です。この点を考慮するのは必要不可欠となっています。ジェンダーアドバイザーとしての義務を

果たす上で必要とされるスキル・知識・心構えを要員に提供しています。来年のジェンダーアドバ

イザーコースの日程はスライドのとおりです。 

 オーストラリアは女性平和安全保障のアジェンダの世界のリーダーとなり、ここでもかなりの活

動をしています。2019 年 3月 29日、オーストラリア国防軍は、国連平和維持活動の女性の比率を

25％に増やすと宣言しました。これは先ほどお話がありましたが、部隊の派遣元で女性が占める比

率を、国連は 2018 年から 2028 年の間に 15％にすることを期待していますが、それを 10％上回るも

のです。 

 そして、部門横断的なテーマについて、さまざまな地域のパートナーと訓練・教育を行っていま

す。女性の平和安全保障、文民保護、紛争、武力紛争の被害を受けた児童、性的搾取・虐待、ジェ

ンダーベースの性的暴行などです。 

  



57 

 

 その他の能力構築訓練としては、三つの専門的軍事教育セミナーがあります。それぞれ 1 週間の

プログラムで、現在の平和維持部隊が直面している課題、人道支援、あるいは女性の平和安全保障

の喫緊の課題などを扱っています。 

 このトレーニングセンターでは、国際政策部門の取り決めで、年に 2～3 回、通常は 2～3 週間に

わたるモバイルトレーニングチームを派遣しています。最近ではケニア、東ティモール、ベトナム、

トンガ、パプアニューギニア、ルワンダで行っています。また、国連の ITS、Mobile Training Team System

にも貢献しており、必要なときにはインストラクターを派遣しています。 

 また、他にもインストラクターの交流を毎年行っています。例えば、カナダ、チリ、中国、ドイ

ツ、インドネシア、ケニア、マレーシア、ニュージーランド、タイ、東ティモール、韓国との交流

を行っています。また、幸運にも POTC に、フィジー、マレーシア、フィリピン、タイから 4人の

出向者が来ています。2021年には 5 人目の出向者をインドネシアから受け入れる予定です。このよ

うな出向士官はわれわれのトレーニングセンターに来て、どのように訓練を行うかを学んで、その

成果を各自の訓練センターに持ち帰ります。これはそれぞれの国の能力構築に貢献することになり

ます。また、現在われわれからマレーシアとフィジーに出向しており、さらにインドネシアとタイ

にも将来的に派遣する予定です。 

 また、相互運用性が高まり、文化の理解を深め、戦術・戦法・行動を共有するために 2 カ国間演

習も二つ行っています。1年でインドネシア、その翌年にはタイで行っています。また、多国籍間

の演習、共同訓練の GPOI キャップストーン演習、Viking などに参加しています。また地域とグロ

ーバルな平和維持訓練協会にも参加し、現在の課題を理解し、ベストプラクティスの手法をわれわ



58 

れの教育に適用しています。また、能力構築を国際パートナーの中で特定できる機会もあげていま

す。 

 このスライドにはありませんが、Peace Operations Training Institute（POTI）というバージニアの

NPO とも協力し、オンラインの学習プラットフォームをオーストラリア全国、国際パートナーに

提供しています。これは無料で、29の平和維持と人道支援のコースを提供しています。 

 

 

 オーストラリアと日本はお互いに幾つかの平和維持活動、そして人道支援活動で協力していま

す。平和維持活動では 1992 年にカンボジアで、2002 年に東ティモールで、現在は南スーダンで協

力しています。また、スライドにあるとおり、他の人道支援活動でも協力しています。 
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 また、個人的な観点から、私は日本の陸上自衛隊の方と 2003年に東ティモールで、イラクでは

2005 年と 2006 年に協力させていただきました。2002年から 2004 年にかけて、日本は東ティモール

に 2300 人以上の幕僚と施設隊を派遣しました。日本としては、国連平和維持活動に対する最大の

要員の派遣だったということです。多くの施設隊が全国でさまざまな素晴らしいプロジェクトを達

成していました。また、私の記憶では、女性が初めて施設部隊で派遣されていましたし、女性の役

割の重要性が認識されていたと思います。 
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 また、私はイラクのバスラの多国籍軍指令部にいたことがありますが、そのときサマワを訪問す

る機会を得て、日本の自衛隊のイラク復興支援がムサンナ州で行われているのを拝見しました。 

 

 

 現在も南スーダンで平和維持活動で協力しています。 
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 最後になりますが、オーストラリアには平和活動に貢献するという誇り高き歴史があり、また、

国際パートナーとも協力し、地域や世界の平和と安定性の維持に努めています。2 カ国間、多国籍

間での協力の機会を尊重し、有志の連合国と協力してルールベースの国際秩序の維持を目指してい

ます。 

 私どもは常に互いに協力して学ぶという機会を探しています。現在、地域のパートナーと部隊の

共同展開を行い、国連の平和維持活動へさらに貢献し、国際社会におけるわれわれの関係、評価の

向上につなげようとしています。また、日本と密接に協力したいと思っています。互いに協力し、

学び合うという機会を楽しみにしています。 

 今年初め、日本の国際平和協力センターの方とお会いすることができました。また、今日お話し

できて光栄に思っていますし、平和活動訓練センターが国際平和協力センターと密接な協力関係を

維持できることを期待しています。皆さん、ご清聴ありがとうございました。 
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（篠田教授） コンロイ中佐、ありがとうございました。平和活動訓練センター長として、大変経験

豊富、知識も豊富なところを見せていただきました。われわれとしては、親日的なところも見せて

いただいて、とてもうれしく感じました。これも実は PKO の話とも関わっていまして、今日のプレ

ゼンの中でも、カンボジア、東ティモールという、日本がかなり深く関与した PKO に行ったときに、

必ずオーストラリアもかなり積極的に取り組んでいました。さらには、イラク、南スーダンでも一

緒に活動したということです。 

 さらにブーゲンビルや、ソロモン諸島の話が出ましたが、われわれの平和活動の業界では、国連

と地域機構のパートナーシップと言いますと、NATO、EU、AU、ECOWAS といった組織の名前がワ

イルディッシュ大佐のご報告の中にも出てきましたが、まずは先にこのような大きな地域機構が出

てきます。太平洋には、PIF（Pacific Islands Forum）という地域機構があり、オーストラリアがニュー

ジーランドと共に中心的に運営し、その枠組みなどを通じて平和維持活動をしています。日本政府

は現在、インド太平洋構想を掲げているので、このようなオーストラリアの取組は国連 PKO におい

てのみならず、さらに大きな視野でいろいろと学ぶ、あるいは協力していくところが多いと感じる

報告であったと思います。 

 それでは、もう 1人のパネリストの方、松村五郎元陸上自衛隊東北方面総監・陸将でございます。

大変に深いご見識をお持ちでいらっしゃると同時に、それを踏まえて、日本の話も、相当、言論活動

をされていらっしゃるので、パネリストの最後として、日本はどうするのだという点に戻ってきた

お話を頂戴できると考えています。それではよろしくお願いいたします。 
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パネリスト：松村 五郎氏（元東北方面総監・陸将） 

 

 

（松村氏） ただ今ご紹介に預かりました松村と申します。私は、陸上自衛隊の元東北方面総監を

しておりましたが、現役時代には、先ほどご紹介いただいたように、国連 PKO ではないですが、

イラクにおいて国際平和協力活動の指揮官を務めますとともに、その後、陸・海・空自衛隊のオペ

レーションを担当しております統合幕僚監部の運用第 2 課長ということで、国際平和協力業務

（PKO）を含むものを所掌するという仕事もしておりまして、その頃から PKO には大変仕事の上

でも関心を持ち、また実務もしてきたわけですが、退官後も今、引き続きこのように研究活動を続

けております。 

 本日は、こちらにありますように「今後日本は PKO にどのように取り組むべきか」という大き

なテーマについて、私の個人的な考えに基づきますが、提言という形でお話しさせていただきたい

と思います。 
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 以下、このような順番でお話しさせていただきます。まず、今までの日本における PKO の論議

と、本来あるべき姿とのギャップがあると思うのでこれについて指摘をした上で、あるべき姿に基

づいて今後議論をしていくために、現在、国連 PKO が抱えている課題、そして現在までの日本の

取組を踏まえた上で、今後日本が取り組んでいくこと、また望まれる分野は何か。そしてそれを可

能にするために、「本当の意味での」本来任務化に向けて、その順番で進めていきたいと思いま

す。 

  

 最初に、今までの日本における PKO 議論と、本来あるべき議論の筋道が違うのではないかとい

うことから始めたいと思います。  
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今までの日本における PKO の議論は、最初始まったのは、皆さまのご案内のとおり、1991年の湾岸

戦争が契機でした。クウェートがイラクに侵略されて国際社会がほぼ一致してこれを糾弾し、そし

て多くの国が多国籍軍に部隊を派遣してクウェートを解放した際、当時の日本は GDP で世界第 2 位

という大国であったにもかかわらず、資金協力という手段でしかこれに貢献することができなかっ

たという経験から、1992 年に国際平和協力法が制定され、カンボジアへの部隊の派遣を皮切りとし

て、日本も国連 PKO に参加するようになったわけです。その時以来、日本における PKO 議論は、

終始同じパターンで行われてきました。まず、GDP2 位の国として何かをしなくてはいけないという

ところから議論が始まり、そして、憲法解釈とそのときの政治状況の中で何ができるのかという議

論になります。そして、そのとき、国連 PKO がこのような状況にあるということで、その中で何が

できるだろうかということを洗い出して、必要があれば立法をして部隊派遣を実施する。そのよう

な流れで進んでくるわけですが、これは要するに、国連 PKO の状況というのは、所与のものとして、

日本が関わることができないものとして捉えていると思います。 
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 しかし、今日、私が申し上げたいのは、このような受動的な態度は、あるべき姿ではないのでは

ないかと。ここから脱しない限り、今後日本が PKO にどのように取り組んでいくべきかを導き出

すことはできないということです。あるべき姿としては、まず国連 PKO の現状と問題点を日本と

してどのように捉えるかをしっかりと踏まえた上で、その解決のために日本が何ができるのかと。

そのときにできることの中で憲法の解釈、あるいは政治状況を加味して、実施可能な方策を策定し

ていく、そして、実施していくという流れであるべきだと。すなわち、国内の諸制約や法制のとこ

ろから最初に話を始めるのではなくて、国連が今、必要としていることから議論を始めるというこ

とが必要ではないかということです。国連の PKO というのは、日本にとって外部のものではなく

て、日本も PKO 分担金世界第 3 位の国として、国連 PKO の主体の一部なのだということで当事者

意識を持って、行っていく必要があります。 
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 本日はこのようなあるべき姿に沿って議論を進めていきたいと思います。そこで、先ほど基調講

演の中にもありましたが、現在、国連 PKO が抱えている問題について、ここでいま一度簡単に触

れたいと思います。 
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 先ほどの基調講演でもありましたように、現在、グテーレス事務総長の下で行われている Action 

for Peacekeeping の取組の一環として、2018 年 8 月に出された Declaration of  Shared Commitments の中

では、課題として 7項目が掲げられています。 

 第 1 は「政治的解決策との連携強化」です。これは先ほども基調講演でお話があったところで

す。第 2は「市民保護の強化」です。これも「ブラヒミ・レポート」以来の課題です。第 3 は「要

員の安全確保」で、これも先ほどからお話が出ていますように、市民保護の強化と表裏一体の面も

ありますが、しっかりと市民を保護する場合には武力行使する必要があるということになると、要

員の安全確保をどのように考えるかという点が深刻な問題として出てきています。第 4は真に有効

な成果を生み出すための人的・物的能力の確保ということで、事前訓練等によって人員の質を確保

し、しっかりした装備を提供国から受けて、活動の質を高めるということです。第 5 は「持続的平

和への連接」ということで、一時的な停戦ではなく、しっかりとした持続的平和に結び付けていく

ためには、強制された停戦ではなく、しっかりとした政治的和解も含めた解決に持っていかなくて

はならないという点です。第 6 は、関係する機関や国々の間での「パートナーシップの改善」とい

うことで、これは国連本部および国連の各機関、AU、EUとの地域機関、ホスト国、部隊提供国、

資金提供国、NGO、その他パートナーシップを改善していくということです。第 7は、活動その

ものや要員の適切な振る舞いに関する規律の維持です。 

 これらの課題を解決していくためには、関係各機関や国々の政治外交的なサポートが重要である

ことはもちろんですが、その他に、人的・物的な能力面をしっかりと確保していかなくてはいけな

いということも重要です。そこでここでは、特に青字で示した、市民保護、要員の安全、持続的平

和に結び付くような能力を国連 PKO に付与するために、各国がどのようにパートナーシップを発

揮していくべきかという点に注目したいと思います。  



69 

  

 そのような観点に基づいて、政治外交的サポートに加えて能力面で各国ができることにはどのよ

うなことがあるかを考えてみたのが、このスライドです。部隊提供国が、人的・物的に質の高い部

隊を提供することがまず大事ではありますが、現実の国連 PKO 部隊は、先進諸国の軍隊に比べて

特に装備の面で大きく劣っているというのが現実です。それでは、これを先進諸国のような最新兵

器を持つ戦闘力の高い部隊に近づけていけばよいのかというと、それも違うのではないかと思いま

す。要員の安全をしっかり確保しつつ、市民保護や持続的平和に資する PKO 活動を展開していく

ためには、軍事侵略を撃退するための軍事作戦とは異なる PKO のためのドクトリンの下に部隊が

運用され、これに合わせた装備が用意されるべきだからです。 

 各国が軍隊の軍事力を整備する上においては、まず、その国の国家目的である領土防衛や権益確

保などを達成するために、どのような軍事的な戦い方をするかという軍事ドクトリンを作戦ドクト

リンとして策定し、それを可能にするための部隊編成や装備調達を行います。国連 PKO の場合

は、軍事部門の活動の最終目的が持続的平和の達成にあり、この際、政治的解決としての連携、市

民保護、要員の安全確保を考慮するなど、目的に関する議論は詳しく行われていますが、この目的

を達成するために軍事部門が実施する具体的行動の作戦ドクトリンは不明確であり、ましてやその

ための装備調達が行われているわけではありません。 

 つまり、目的と保有する手段の間に大きなギャップがあり、このギャップを埋めるような作戦ド

クトリン開発と、それに基づく必要な装備の開発・調達という機能が欠落しているわけです。例え

て言えば、これから学校の建物を建設しようというときに、教室や音楽室など必要な機能について

は明確になっているのに、誰もその設計図や建設機械を準備しないで、ありあわせの古い材木で何
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とかバラックを建てるしかなく、現場だけが苦労しているという状況ではないかということです。

つまり、新しい時代に即した PKO の目的を達成する上で、第 2次世界大戦当時と同様の戦術戦法

と装備を用いるのはミスマッチであり、そのギャップを埋める将来の作戦ドクトリンと装備の研究

開発が必要だということです。 

 そのためには、まず国連 PKO の将来作戦ドクトリンを策定する必要があります。なお、誤解の

ないように申し上げておきますと、ここでドクトリンと言っているのは、2008年に策定されたキャ

ップストーン・ドクトリンのような、包括的な全体的な方針に関するドクトリンではなく、また、

現在の ROE（交戦規定）などの基準でもなく、今後、将来の軍事部門にどのような装備を持た

せ、どのような訓練をしていくのかに関する、軍事的な将来作戦ドクトリンのことをいっていま

す。キャップストーン・ドクトリンでは、「自衛とマンデート防衛以外の武力の不行使」が定めら

れていますが、マンデート防衛のために、将来的にどのような方法で武力行使を行う部隊を準備し

ていくのかという準拠となるような将来作戦ドクトリンが必要です。 

 今までのところ、このような将来作戦ドクトリンを策定することは部隊提供国の主権に抵触する

ことになるとして、国連はこの分野に手を付けてきませんでした。しかし、科学技術が急速に進歩

して、非正規のテロ集団なども IT 技術や無人機技術を活用する現代において、将来を見越した手

を打たない限り、国連 PKO は常に後手後手に回ることになります。この問題を克服するために

は、高い科学技術力を保有する国が、国連 PKO に適した将来作戦ドクトリンとそれを実行可能な

らしめる装備の開発・提供を行うしかないと思います。 

 また、これを市民保護・要員の安全確保・持続的平和への連接ということで考えていくと、優れ

た情報収集・処理能力が不可欠ですし、作戦のためにも大きな破壊力ではなく、非致死性の鎮圧手

段や相手の機動を妨げる応急障害などが適しています。そして、それを支える通信・工兵・航空な

どの作戦支援装備や、輸送・補給・医療などの後方支援装備も必要となります。最先端のハイテク

技術を持つ国々が、無人機や通信指揮システムの技術などを、国連 PKO のためにカスタマイズし

て提供することができれば、国連 PKO の能力は格段に向上するのです。 

 そして、そのような技術や装備を持つ国が、二国間・多国間や、国連も含めたトライアングルの

枠組みにより、部隊提供国にこのようなドクトリンや装備を使いこなすための教育訓練を提供す

る、いわゆる能力構築支援も重要です。先進技術を持つ各国がこれらの点で国連への積極的支援を

行うかどうかで、今後の国連 PKO の能力に大きく関わってくると思います。 
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 このような観点から見て、今まで日本はどのような取組をしてきたかということに触れたいと思

います。 

 

 知的貢献という面では、日本は国連 PKO 工兵マニュアルの作成・改訂において、議長国として主

導的な役割を果たしてきました。まず、2014 年から 2015 年にかけてマニュアルを策定、2017 年から

はその改訂ということでリードしてきました。いずれも 1 年間で策定を終わるということで議長国

としての強いリーダーシップについて高い評価を受けました。  
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 また、能力構築支援の分野では、2015 年以降、これは先ほどお話に出ましたが、国連活動支援局

が実施する三角パートナーシップの一環として「国連 PKO 部隊早期展開プロジェクト（RDEC）」

に施設機材操作等の教官の派遣を継続しています。昨年からはその対象をアフリカからアジアにも

広げるとともに、今年からは対象を医療分野にも拡大し、量的・質的に活動の充実を図っていると

ころで、これは非常に好ましい方向性であると思います。 
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 それでは、今後どのようなことに取り組んでいく必要があるかについて次にお話をいたします。 
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 先ほどの、各国に望まれる事項として述べたこととほとんど同じですが、市民保護・要員の安全

確保・持続的平和に資するような将来作戦ドクトリンに知的貢献をしていくということです。これ

は日本だけではできないので、イギリスなど、そのような意欲を持っている国、かつ高い科学技術

の能力を持っている国と一緒にそのドクトリン、また、その装備の開発、そして運用の仕方、訓練の

やり方を共同で考えていくということで、これを国連に提供していくことが今後必要ではないかと

思います。また、日本からの司令部要員や部隊の派遣については、そのような包括的な努力の中で、

それと連携した派遣を個別に判断していくことで、まず、このような取組があって、それプラス、要

員や部隊の派遣を行っていくことによって、場当たり的ではない、体系的な取組ができるのではな

いかと考えます。 
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 しかしながら、現在のところそのような取組が実際、日本では行われていません。それがなぜな

かなかできないのかということについてお話をしたいと思います。 
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 12年前に自衛隊法が改正されまして、国際平和協力活動等、国際社会の平和と安全維持に資する

活動が自衛隊の本来任務となりましたが、その後も自衛隊の PKO への参加等は、場当たり的と言

わざるを得ないような取組になっています。その大きな理由は、本来任務化したにもかかわらず、

国際平和協力活動等について政府から防衛省・自衛隊に対して、今後の活動方針としての明示的な

任務が平素から付与されるわけではないということです。何か国際的な事象が起こったときに、そ

れへの参加ということで自衛隊に任務が付与される。そして、自衛隊はそれに対応するという形な

ので、平素から一貫してそこに取り組んでいくというインセンティブが防衛省・自衛隊の側にも生

まれていません。 

 昨年 12 月に策定された「防衛計画の大綱」においては、防衛力の役割として、第一に「望まし

い安全保障環境の創出」ということが「抑止」や「事態対処」と並んで掲げられていますが、この

ために自衛隊をどのように使用していくのかということが国としてしっかり定まっていないのでは

ないかと考えます。 
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 本来、そのような望ましい安全保障環境の創出を考えたときには、ここに挙げたような三つの役

割、つまり「国際規範の形成と維持」。これは、海洋、極地、宇宙、サイバー、電磁波等の領域にお

ける違法な行動を監視をして、それによって国際規範の形成に役立てていくという分野。また、「軍

事的な脅威形成の未然防止」すなわち軍備管理、不拡散、あるいは友好国間の共同訓練や敵対国と

の信頼醸成という分野。そして三つ目が PKO も含む「国際的な不安定要因の排除」で、これには

PKO の他にテロ等の違法活動の取り締まりや、人道支援・災害救援等も含まれると思います。 
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 これをしっかりと、平素からこのような任務があるのだということを防衛省・自衛隊に国として

付与としていくということを考えた場合、三つの提言をしたいと思います。 

 第一は、外交政策と整合した「防衛力による秩序形成の基本方針」の策定です。このモデルとな

るのが、イギリスの「国際防衛関与戦略」です。これはイギリス国防省と外務省が共同で作成し

て、2013年に初めて発表し、17 年に改訂したのですが、この中でイギリス政府が外交政策と整合

させつつ、軍をどのように国際秩序の形成に関与させていくかを包括的に明示し、それによって軍

がその任務をしっかりと受け止めて具体的な活動をしているということになります。日本でもこの

ようなものを、外務省と防衛省が共同でしっかりと方針としてつくり、そしてそれを政府がオーソ

ライズしていくことが必要ではないかと考えます。 

 二つ目が、これに基づいて、外務省と防衛省が恒常的に緊密に連携する体制をつくるということ

です。個々の PKO やイラク派遣のような事象においては、外務省と防衛省の連携が行われていま

すが、今後、国連 PKO にどのように貢献していくかというような、包括的な、平素から行ってい

く分野について、日頃から外務省と防衛省がしっかり連携していく体制をさらに充実させていくこ

とが必要だと思います。先ほどのお話にも出ましたが、GPOI というアメリカがやっているプログ

ラムがありますけれども、これはアメリカが PKO に部隊を派遣する国に能力構築支援をしている

プログラムです。これはアメリカの国務省が予算を獲得し、国務省のプログラムとして実施する中

で、実際は軍が実行しています。このような外務省・防衛省が連携しての取組が日本でも必要では

ないかと考えます。 
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 三つ目が、「防衛力整備への反映」です。これは、平素から国連 PKO をはじめとする国際平和協

力活動に取り組むということが自衛隊の本来任務になったとは言いながら、実際に装備の研究開発

等においても取り入れられているかというとそうにはなっていないと。平素からここをしっかりと

国連 PKO に対してこのような貢献をしていくのだということが国として明確になれば、それに基

づいて自衛隊が他の、先ほどありましたようなイギリス等々の国と協力をして、実際に PKO に必

要な装備や、これから情報装備としてはこういうものがある、あるいは作戦をするための非殺傷能

力を持つようなものも含めて、その開発が可能になるだろうと思います。 

 このように、これらの三つの提言を実現することによって、国連 PKO の現状と課題を踏まえた

上での、日本としての主体的な取組ができるようになっていくのではないかということをここで指

摘しまして、私の提言としたいと思います。以上で終わります。 
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（篠田教授） 松村陸将、ありがとうございました。大変強い問題意識に沿った、力強い報告で、日

本人の聴衆が多い中で皆さんもいろいろとお考えになることが多かったかと思います。 

 ちょうど休憩に入るぐらいの時間になりましたので、ビデオの方はどういたしますか。やります

か。では、ちょっと予定していた休憩時間に少し割り込む形ですが、ワイルディッシュ大佐が用意

しているビデオクリップがございますので、それをご紹介した後に休憩にしたいと思います。 

 

（ワイルディッシュ） 一言だけこのビデオについて説明いたします。基本的に、私の発表でも申

し上げましたが、派遣前の評価のために各国を訪問して能力を検証するというものです。これは新

しいやり方で、非常に重要です。どこの国でも国連 PKO に要員を派遣する場合には、これをぜひ理

解していただく必要があります。このような評価プロセスを経て初めて、それは派遣国、つまり母

国でやって初めて派遣できることになります。このスタンダードを充足していない場合には派遣で

きなくなります。これについてこのビデオで理解していただければと思います。 

 

 

―動画上映― 

 

 

（篠田教授） ありがとうございました。日本語の訳が入らなかったようですが、画像を見て大変

雰囲気が分かるもので、能力構築（キャパシティビルディング）というのは、今日の一連の報告の中

でもキーワードの一つであったと思います。 
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全体討議： 

イギリス陸軍大佐 ティム・ワイルディッシュ（国際連合本部平和活動局軍事顧問付特別補佐官） 

山下 光 氏（防衛研究所理論研究部政治・法制研究室長） 

陸軍中佐 ピーター・コンロイ（オーストラリア軍平和活動訓練センター長） 

松村 五郎氏（元東北方面総監・陸将） 

 

（篠田教授） それでは第 2 部の後半、質疑応答に答える全体討議を始めさせていただきます。16

時 55 分ぐらいに終わることをめどに始めさせていただきます。質問に答える形で各パネリストの

方々にご回答をお願いしたいのですが、時間の関係で恐らく 1 人 7～8 分程度、8 分以内になります

ので、その点よろしくお願いします。ロイティ陸軍中将に対する質問の内容については、ワイルデ

ィッシュ大佐にお答えいただくことになります。 

 まず、ロイティ中将に対して「最近、国連 PKO では予算が削減されていることをご存じでいらっ

しゃるわけですが、この影響について教えてください」という質問が来ています。まず順番に、この

質問について簡潔に 1～2 分ぐらいで、ワイルディッシュ大佐にお答えいただけますか。 

 

（ワイルディッシュ） ありがとうございます。重要な質問だと思います。これは非常に大きな課

題であり、一部の国が PKO で貢献する際、今後さらにその難しさを増していくと思います。そのイ

ンパクトはそのミッションにあります。ミッションではいろいろな予算をリフォーカスして、最優

先事項を決めなければいけません。予算が減りますと、この問題への対応は限られてきます。場合

によってはその能力を削減することになります。また、それは軍事能力ともなります。こちらが高

いからです。国連の歩兵部隊の年度予算は 2500 万ドルになりますので、非常に多額です。 

 一つには、そういう能力を削減することになりますが、削減できる能力は限られているので、そ

うでなければマンデートや軍事ミッション、任務が全くできなくなります。ですから非常に大きな

問題です。でも、求められているのは、平和維持で最優先事項を見て、それに対応するということに

なります。そして、ミッションにおいてマンデートのコアや、最優先事項を遂行できなければ、予算

の増額を求めることになります。ですから、確かに能力という点で大きなインパクトがあるという

のが私の答えです。 

 

（篠田教授） ありがとうございました。それではまたもう一つ質問をお願いします。「国連 PKO で

の死傷者が増えている」、これはご報告にもあったサントス・クルーズ報告書でも取り上げられてい

て、現在の国連 PKO の業界で大きく話題になっていると考えますが、「これに対して国連 DPO とし

ては、派遣前の訓練・評価などを通じて改善を図ろうとしているが、その効果は出ていると考えて

いらっしゃるのか。現状についてお聞かせください」という質問です。 

 

（ワイルディッシュ） ありがとうございます。これもやはり重要な質問です。このクルーズレポ

ートが発表されてから、間もなくして死傷者が減少したことが判明しました。ただし、それはその

ミッションで何が起きたかということによります。ほとんどの犠牲者は一つのミッションで出てい

ます。それはマリです。ここがどこよりも非常に危険です。一つのミッションの戦闘で、22 人のう

ち 21 人の殉職者を出しています。ですから、その統計では犠牲者の数は減りました。 

 そして重要なのは、これは派遣前のトレーニングだけではなく、情報が改善されたということで

す。それは言いませんでしたが、今では PKO でも「情報」と言っています。非常に優れた情報が重
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要です。私たちはいろいろと改善しています。特にクルーズ報告書が出た後にやっています。本当

に重要なものでした。この報告書は本部でも毎日引用されています。これでお答えになったでしょ

うか。 

 

（篠田教授） ありがとうございます。死傷者減少への取組として、さまざまなやり方があります

が、例えば「インテリジェンス機能」「情報収集能力の向上」などが挙げられ、その話は松村陸将が

ご報告された、日本の取組で可能と思われる分野にもそれなりに通じてくるところもあるかと思い

ますので、もし時間があれば、最後に、日本に期待することということでまたお話しいただければ

と思います。 

 少し他の質問も拾い上げていかないと、大変たくさんの質問を頂きまして、全部を取り上げられ

ませんが、もちろんなるべく取り上げていきたいので、時間がなくならないうちに次のパネリスト

の方の回答も聞いて、もし少し時間が残せれば、また総合的なお話を聞きたいと思います。 

 報告の順番では次は山下室長です。山下室長は日本語の質問が読めるので、そのままお渡しして

おります。8分ぐらいを目安にご自身でさばいていただけますと大変ありがたく存じます。 

 

（山下氏） 幾つかご質問を頂きまして、そのうちの一つは、AU（アフリカ連合）をはじめとする

地域機構、あるいは中国等々の国、新興国が役割を期待されるところで、これらアクターが大きな

役割を担うことに関して、懸念する点や課題があるのかという点でした。 

 大変良い質問だと思います。平和維持活動というのは、ある時期までは国連のものであったわけ

です。つまり平和維持活動は、国連の平和維持活動であったと。しかし、ここ 15～16 年、2000年代

に入ってから明らかなのは、国連の平和維持活動というのは国連のものだけではなくなりつつある

というのが一つの大きなポイントとしてあると考えます。それぞれの地域機構、あるいは多国籍軍

のような形で平和維持活動のような活動に多くの国が積極的に従事するようになってきています。 

 それがどのような意味があるのかというと、平和維持活動というものがそもそも何なのか、その

輪郭がどんどんぼやけていくというところが一つ重要な意味合いとしてあると思います。特に近年、

非常に積極的にフォーカスされている活動が、アフリカにおける AU やサブ地域機構（Sub-regional 

Organizations）、このような組織が積極的に PKO をしていると。特にアフリカの PKO で非常に顕著

なのは、軍事的な役割が非常に強調されているところがあります。 

 そうすると、今までの PKO よりも、軍事的に非常に積極的な PKO の在り方というものも、特色

としてじわじわと出てくるのではないかと考えます。PKO あるいは平和活動が、国連だけのもので

はなくなりつつあるという中で、そもそも平和維持活動というのは何なのかということに関するコ

ミュニケーションが取りにくくなる環境が出てきつつあるのではないかという点が、まず一つです。 

 それと、特にこれは先ほど私が申し上げましたが、二つ目に「要員提供国の政策判断に対して、今

の国家建設が若干綻んでいる中で、それがどのような意味合いがあるのか」というご質問を頂きま

した。これも、恐らく良い面と悪い面があると思います。発表の最後のところで申し上げたように、

この国家建設の一つのパラダイムが綻びつつある中で、いろいろなオペレーションの形が見られる

という文脈が出てきたと。そうすると、その TCC（要員提供国）、つまり PKO に貢献しようとする

国にとっては、基本的にはいろいろな形での入り口（貢献方法）が増えると思います。ただ他方で、

その入り口は好まれる入り口もあれば好まれない入り口もあって、非常に選択的に関与する傾向が

強くなるのではないかと思います。 
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 もう一つ、2～3 人の方から幾つかご質問を頂いた点で、私の発表がリベラルな国際秩序に対する

挑戦的な話を含んでいたので、「誰がそのような変化をもたらしているのか。中国でしょうか」とい

うような質問を何人の方から頂きました。もちろん、申し上げたように、ロシアや中国をはじめと

する、あるいは BRICs といわれている新しい主要国が出てきたことはあると思いますが、ただ、一

応発表のときにも触れたつもりですが、そもそもリベラルな国際秩序を担ってきた国自体の内部に

いろいろな問題があって、若干自信を失いつつあるという側面もあるかと思います。 

 もう一つ全体として申し上げたいのは、冷戦が終わった後の世界で、基本的には国際協力という

か、大国間の競争という側面よりは協力という側面が割と相対的に強く出ていたという時代があっ

たと思います。しかしそれが、国際協力よりも、国際競争といった方の側面が、ここ 5～6 年ぐらい

の間にだんだん強くなっているといえるのではないか。平和維持活動は基本的には国際協力の文脈

の中で促進される活動なので、そのように国際政治の全体の基調が変わっていく中で、現在、近年、

あるいは今後の平和維持活動の方向付け、動機付けも影響を受けてくるのではないかと思います。

取りあえず以上です。 

 

（篠田教授） ありがとうございました。次にコンロイ中佐に質問を、取りあえず二つほどお願い

できればと思いますので、一つに 3～4 分以内程度でお答えいただければと思います。一つは、コミ

ュニケーションについての質問です。その質問の背景として、コンロイ中佐ご自身もアフガニスタ

ンに行かれたり、あるいは PKO の訓練等も通じてさまざまな国での展開を経験されていらっしゃる

ということですが、この質問をされた方によれば、それぞれ言語も文化も違うので、円滑なコミュ

ニケーションを図っていくのはなかなか難しいのではないか。日本人も多分、そのような場面に遭

遇することが多いという、そのような文脈だと思いますが、何かコミュニケーションをする際のコ

ツのようなものはあるのでしょうか、という質問です。 

 

（コンロイ中佐） ご質問をありがとうございます。私の経験では、複数の言語の障壁に対して助

けになることがあります。オーストラリアはパートナーとの間で国際的な英語教育を主なプログラ

ムとして展開しています。これは非常に重要で、主要なリージョナルパートナー、また部隊派遣国

との間でのさまざまなプロジェクトを実現する鍵となっています。私の個人的な経験としては、通

訳のスキル、特に軍事用語を理解する通訳の価値というのがあります。イラク・アフガニスタンに

赴任した際、非常に良い経験をしました。非常に能力の高い、軍事用語をよく理解するプロがいて、

メンタリングの助けにもなりました。アフガンの国軍、イラクの士官の訓練に役立ちました。 

 ですから、二つあります。まず、言語の専門家がいれば、これは重要な任務の実現を可能にしてく

れるスタッフとなります。特に、その国で育った現地語の専門家がいることが特に部隊保護の装置

として重要です。単なる通訳ではなくて、重要な諜報・情報で、自分自身では分からないような情報

を伝えるわけです。その雰囲気や、その状況で何が起きているのか分からないわけです。国際的な

パートナーや、オーストラリア人が理解するよりは、その人たちの方がずっとよく理解できるので、

彼らは重要です。それから、平和維持という下では特に、英語が共通言語となっています。フランス

語よりは英語。ですからこの二つが重要な推奨事項だと思います。 

 

（篠田教授） ありがとうございます。それではもう一つ、大変重要な質問で、PKO 分野における

日豪の協力についてということですが、オーストラリアは POTC ではモバイル・トレーニング・チ
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ームでの活動を行っていて、大変にお詳しいご質問ですが、可動性のある訓練チームですね。その

ような具体的な活動の中で、日本がオーストラリアと協力していくことができるのか、あるいはそ

れを受け入れていただけるようなお考えがあるかどうか。さらには、人的な交流などについて具体

的なアイデアがあればお聞かせくださいという質問です。 

 

（コンロイ中佐） 素晴らしいご質問を頂きました。私がここに来た理由の一つは、まさにそのよ

うなご質問にお答えするためだったと言えます。どうもありがとうございます。協力の機会はいろ

いろあると思っています。発表で申し上げましたが、現在オーストラリアは、共同部隊展開の機会

を模索しています。つまり、国連平和維持活動を国際パートナーと一緒に展開するということです。

今、パートナーを複数探して、選択肢を模索しています。そのコンセプトによって関係の改善につ

なげられると思います。われわれの訓練センターで特に中心的に行っているのは、地域パートナー

との能力構築です。 

 モバイルトレーニングチームについてのご質問ですが、これには柔軟性があります。つまり、ど

ういう欠陥・弱点があるか、どういうトレーニングの要件があるか、事前にパートナー国からオー

ストラリアに打診されます。それがわれわれ POTC の能力として提供できるものであれば、平和維

持関連のパッケージの訓練を具体的に用意し、2～3 週間、モバイルトレーニングを派遣して、その

国で訓練を行って、その地域の人に合ったサイズで行います。 

 ケニアで実施したときは、他のアフリカ諸国から多くの人が参加しました。平和維持活動部隊が

このモバイルチームのトレーニングに参加します。それは一つの例ですが、私のプレゼンテーショ

ンで申し上げたとおり、もう一つの例はベトナムです。このような訓練パッケージは、単に平和維

持に焦点を当てているわけではなく、Role 2 の病院の運営もそうで、POTC もその中で行ってきまし

た。ですから、モバイルトレーニングチームといった多くのプロジェクトを展開しています。です

から、短い答えとしては、絶対的にイエスということです。POTC がモバイルトレーニングチームを

日本に送る機会もあると思います。 

 もう一つですが、現在、マレーシア、フィジー、インドネシアといった国と合同のモバイルチーム

の立ち上げについて協議しています。オーストラリアがリードを取って、ある国に入っていき、マ

レーシア、フィジー、インドネシア、日本といった国からの代表に入ってもらいます。そして合同モ

バイルチームを立ち上げることです。これは国連の ITS、Mobile Training Team と似ているところがあ

ると思います。概念としては非常に似ています。まだやっているわけではないですが、このような

ことができないだろうかと今、協議中です。そして、派遣するとすればどこかという点も協議中で

す。 

 それから、発表で申し上げましたが、派遣前の課程に学生を受け入れていますが、日本から士官、

学生あるいは教官として派遣していただければ歓迎します。このような交流ができればと思います。

例えばこちらから国際平和協力センターに教官を毎年派遣することも可能ではないでしょうか。以

上です。 

 

（篠田教授） ありがとうございました。 

 それでは、松村さんから質問に対する回答をお聞かせいただきたいのですが、少し時間が足りま

せんが通訳の方もいらっしゃいますので、ゆっくりお話しいただければ幸いです。 
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（松村氏） たくさん質問を頂きましてありがとうございました。かなり多くの質問を頂きました

ので、それを見させていただきまして、大体四つのカテゴリーに分かれるのではと思いますので、

それについてお答えします。 

 その四つの中の一つ目は、10 年以上前に本来任務化をしたにもかかわらず、いまだに私が言うよ

うな意味での本当の本来任務化がされていない。あるいは世論にそれがちゃんと理解されていない

のはなぜかということです。 

 それから二つ目は、防衛力整備への反映ということが私のプレゼンテーションの中にありました

が、そもそも防衛力に期待されている役割というのはもっとたくさんあり、PKO のためだけに防衛

力整備はできないのではないかということです。 

 三つ目は、そのような防衛力整備に反映するとして、どのような装備に反映することがいいのか。

特に情報分野などは非常に有望な分野なのではないかというご質問を頂きました。 

 四つ目が、日本の憲法の制約がある中で、また実際に PKO の危険な状況を考えると、部隊派遣は

日本にはなかなか無理ではないかというお話がありました。 

 この四つについてお答えしますが、まず最初の本来任務が、本当に本来任務と捉えられていない

のではないかということについては、なぜそうなっているかというと、先ほどの私の報告の中で申

し上げましたように、ある意味、悪い言い方で言えば最初の出発点が「アリバイ」としてできること

はないかという形で議論が始まってしまったことがあります。本来、日本の防衛そのものの中でこ

れが必要なのだという議論がしっかりと行われてきていないということがあります。そして、先ほ

ども申し上げましたが、日本の、昨年 12月にできた「防衛計画の大綱」の中でも、この安全保障環

境創出のための防衛力の役割というのは、防衛力の役割の中の一つとしてしっかりと位置付けられ

ていて、これは、二つ目が抑止、三つ目が対処、実際の日本に対する侵略その他の行為があったとき

の対処です。この三つの中の一つとして、望ましい安全保障環境を創出するということが、これは

安全保障の役割ではなくて、防衛の役割としてきちんと防衛計画の大綱の中に書かれています。で

すから、日本の防衛を達成していくために、三つの層があると。安全保障環境創出ということをし

っかりとやる。そしてその後、しっかりと抑止を利かせる。それも駄目だった場合に、対処をすると

いう 3 段構えになっているので、防衛の中でしっかりとこの任務を位置付けていく必要があると。 

 この望ましい安全保障環境の創出を考えると、先ほど私が申し上げましたように、国際規範の形

成のために、例えば今、ホルムズ海峡への海上自衛隊の派遣が話題になっていますが、海洋・極地・

宇宙・サイバー・電磁波空間というところでしっかりと監視能力を働かせる、何が起きているのか

をしっかりとつかむということも防衛上必要なことです。また、軍事的な脅威形成の未然防止とい

うことであれば、不拡散ということで、例えば北朝鮮に対する国連制裁における瀬取りの監視も話

題になっています。それと同じように、国際的な不安定要因の排除ということで、この PKO 分野で

しっかりと国連 PKO の能力を上げていくということが世界の不安定要因を減らして、テロの温床、

あるいは難民の発生も減じていくという効果があります。また、この北東アジア地域において、例

えば朝鮮半島や、中国と台湾の間といったところで将来的に不安定状況が起きたときに、そこでの

PKO にも国連 PKO がしっかりと能力を持って対応できるということになります。そのようなこと

を日本の防衛に直接役立つものとして、この国際安全保障環境の形成をしっかり位置付けるのが第

一であると思います。それを政治的にも、あるいは国内世論に向けてもしっかりと発信していく必

要があるのではないかというのが一つ目の質問に対する答えです。 

 そして二つ目の防衛力整備に関してですが、誤解があったかもしれませんが、私は防衛力整備と
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申し上げましたが、本来、防衛力整備でやっている内容というのは、日本に対する本格的侵略行為

があったときに、これに対して対処する能力を身に付けて、それで抑止力を効かせるということが

防衛力整備の一番の大きな柱になっていますが、予算的に私のイメージというのは、ここで言って

いる PKO その他、安全保障環境創出のための防衛力整備というのは、二桁ぐらい違います。国土防

衛のための侵略への対処のための防衛力整備が 100％だとすれば、そのうちの 1％。100％を 99％に

して、1％ぐらいはこのようなことに使うべきではないかということを申し上げております。 

 具体的なイメージとしては、例えば私も実際イラクの現地に行きましたが、イラクにおいては、

日本の部隊の安全を確保するために、宿営地警備のために、警備のシステム、民生品を入れました。

また、民生品の無人機を使って宿営地の周りを警戒しました。また、GPS で各車両の位置情報が司

令部において分かるような、スクリーンにすぐにリアルタイムに映し出されるようなシステムも、

民生品を導入しました。しかし、イラクの派遣が終わった後に、これらは全部用済みになってしま

い、これらを実際に使った教訓を生かしてさらにそれからステップアップしていくという整備は行

われていません。ですから、一回一回の派遣でそれが細切れになってしまっています。一貫した、継

続した防衛力整備の中に生かされていないということで、これを生かしていくということは、民生

品も活用していけば、100％の中の 1％でもできるのではないかというのが私の考えです。そして、

その中でどのような装備がその対象として想定されているのか。というのは、情報装備というのは、

先ほどお話にもありましたように、要員の安全を考えても、情報というのは非常に大事な役割を果

たしています。また最近、衛星や無人機等を使った情報能力の軍事的な世界での発達には目を見張

るものがあります。ですから、情報というのは一つ大きな分野だと思います。 

 また、市民保護を考えたときに、その敵対勢力と市民を分離するための方策としての、敵対勢力

を近づけさせないための障害を応急的に構成する能力や、あるいは市民を防護するための能力、そ

して必要があれば、一時的に敵対勢力を制圧するための非殺傷・鎮圧能力なども必要になるだろう

と考えます。このようなものを使うことで、決定的な戦闘に陥らないことによって、持続的な平和

に結び付くのではないかと思うからです。というのは、PKO 部隊と現地勢力が決定的な戦闘に陥っ

てしまうと、先ほどこれも出ていましたが、「憎悪の連鎖」というものがその間に発生して、なかな

か持続的な平和に結び付いていけないということを考えますと、できるだけ殺傷手段ではない手段

で市民の保護を達成できるような工夫が必要になると思います。 

 そしてそのときにイメージとして大事なのは、私が言っているのは、すぐにこのような民生品を

買ってきて、日本政府がお金を出して PKO に供与すればいいということではないのです。民生品の

ようなものを活用する場合、これが本当に信頼性をもってしっかりと使えるのかということを検証

して、そして部隊がそれで訓練をするということがあって初めて現地で使えるのです。これは軍事

的な世界では常識であり、装備品の試験をしっかりとして、その信頼性を確かめて、その使い方に

慣熟した上でそれを使うということがあって、そこで命を懸けた隊員たちが初めて現地で使えるわ

けです。ですから、買ってきて、それを展開している PKO 部隊に与えればいいということではなく

て、そのような試験からしっかりと始めていくということを、イギリス・フランス・ドイツ・オース

トラリアのような技術を持った国と日本が一緒になって始めていけないかというのが、私が申し上

げていることです。 

 そして最後の、憲法の制約の中での部隊派遣ですが、憲法については、篠田先生がいつもいろい

ろなところでご発言なさっているように、これは国際法の中で日本国憲法をしっかり理解していく

ということがあって初めて、憲法の中でどのような PKO ができるかということが議論できると思っ
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ています。そのように考えると、憲法改正をしなくても今の憲法の中でできることはたくさんある

のではないかというのが私の考えです。ただ、部隊派遣は、要員の安全と大きく関わるので、先ほど

から申し上げているような要員の安全に関する改善というものをしっかり行っていく中で、日本の

部隊派遣を考えていくべきだと思います。以上です。 

 

（篠田教授） ありがとうございました。それでは、2回目のやりとりをしたいところですが、ここ

は 2 回目をやりますけれども最後になりますので、最後に 1 人 2 分以内で、言い足りなかったこと

や残ったことをおっしゃっていただきたいです。特に、事前に準備されたことのみならず、相互に

ご報告を聞きながら改めて感じることがあったら、ぜひお聞かせいただきたいと思います。 

 まず最初に、ワイルディッシュ大佐には先ほど少し待っていただきましたので、報告の中でもあ

りましたが、もう一度、日本に何を期待するか、日本は何ができるのか、今日の議論も踏まえた上で

改めて 2分以内でお聞かせいただければと思います。 

 この同じような観点では、山下室長も今日のやりとりの中では、必ずしも「日本」ということが出

てこなかったと思います。しかし、いろいろなお考えをお持ちだと思いますので、2分以内で要点を

突いたことを言えればと期待します。 

 コンロイ中佐と松村陸将につきましては、既に少し期待することをおっしゃっていただきました

ので、もし軽く付け加えることがあればお聞かせいただきたいと思います。 

 それでは、ワイルディッシュ大佐から最後の一言をお願いできますでしょうか。 

 

（ワイルディッシュ） ありがとうございます。日本について言う前に、最後に一つ申し上げたい

ことがあります。特にアフリカの現在の環境は、非常に複雑です。対テロで一つのミッションにし

かマンデートがないです。それがコンゴ民主共和国です。 

 他のミッションは、それが非常に危険であってもパートナーと一緒にやっています。そして、こ

の武装グループをターゲットにしています。ですから、それがコンゴ民主共和国だけで、その一部

の地域だけで Force Intervention Brigade をやっています。ですから国連は一般的には、攻撃的なオペ

レーションは武装グループに対してやらないということを理解していただけると思います。 

 今後日本が PKO へのサポートでできることは三つあると思います。既にお話しされたと思います

が、一つは専門家の能力の提供です。特に UAV ですが、私たちが国連のオペレーションで使ってい

るときには非常な成功を収めました。それから、工兵では空輸、そしてメディカルの部分です。今日

は言いませんでしたが、恐らく日本から提案したと思いますが、遠隔医療で、医師団がミッション

に参加し、専門家にさまざまな能力を提供するというものです。これまでに NATO がやったことが

あります。特にアフガニスタンでは人命救助に役立ちました。このような分野でできるのではない

かと思います。 

 それから、二つ目ですが、既に言いましたが、ドクトリンを伝えるために訓練やマニュアルの作

成が非常に重要です。それから、私たちの国連のコースなどのスポンサーになり、いろいろな支援

もお願いできるでしょう。これまでにも他の国々がやってきて成果を挙げてきました。 

 それから最後に、軍装・訓練が不十分な国々とパートナーを組むということです。もしかしたら

政治的なマンデートがあるかもしれませんが、十分な専門知識や装備がないという場合もあるので、

そのようなことに日本の支援を頂けると思います。 

 それから、OMA は 103 人の士官がいますが、今のところ日本人は新井さんという人がいらっしゃ
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るだけです。有能な士官は常に歓迎します。彼がもっと士官を OMA に派遣するように働き掛けてい

ると思います。それから今日いらっしゃるかと思いますが、冨永敦さん、今日はいらっしゃいます

か。まだいらっしゃいますか。彼は非常に本当に素晴らしい、とても高名な方です。ですから、日本

のスタンダードはとても高いです。冨永敦さんはミリタリー・プランニング・サービスでも非常に

よくやってくださいました。以上です。本当に今日はお招きいただきまして、ありがとうございま

した。 

 

（篠田教授） ありがとうございました。それでは山下室長から最後に、日本の観点も踏まえてお

願いします。 

 

（山下氏） 日本の今後の関わり方という問いを頂きましたが、その点を考える上で一つ重要な要

素として、ある種のグローバルな地政学のようなものが日本にとって必要ではないかと思っていま

す。 

 何が言いたいかというと、今の日本人、日本にとって、アジア・北東アジア・東アジア、あるいは

インド太平洋という、最近は地域が延びていますが、このようなところの秩序や国際動向との関係

で日本の活動を考えるというのは、非常に自然なことです。ただ、他方で、今の平和活動の中心にな

っているのはアフリカであって、インド太平洋のさらに先にあるところであると。そことの関わり

方も含めて、日本の方向性を考える上で、コンパスのようなものが何か要るのだとすると、やはり

グローバルな地政学、地政関係の中で日本の関わり方を全体として考えるという感覚というか、そ

のようなものがないと、日本の関わり方のビジョンのようなものは見えてこないのではないかと思

います。 

 では、それをどのように考えていったらいいのかということですが、やはり「海」だと思います。

つまり、先ほどホルムズ海峡の話がありましたが、「海」を経由することによって、日本にとっては

グローバルな地政学のようなものを具体的に考えはじめることができると思います。ただ、平和活

動というのは基本的には陸上で行われるので、そこはちょっと難しいところがありますが、そこか

ら平和活動全般について日本がどのように関わっていったらいいのかに関する示唆が得られるので

はないかと思っています。以上です。 

 

（篠田教授） ありがとうございました。それではコンロイ中佐からも最後に一言ということでお

願いできますか。 

 

（コンロイ中佐） ありがとうございます。いろいろ他にも提言があります。昨日の夜、幸いなこと

に、何人かの方と食事をしました。果たして日本が、タイなどで展開しているようなオーストラリ

ア主導の二国間演習に参加できるだろうかというのが私の疑問ですが、今日これから私はバンコク

に行きまして、来年タイで行われる演習について、最初のプランニングセッション会議で話し合う

予定です。そして、タイとインドネシアで行われる両方の演習に日本にも参加していただきたいと

思います。この演習は両方とも、スキル・訓練の面で日本の士官たちにとって重要です。 

 それから、GPOI キャップストーン演習にも参加してくださるということです。地域的・グローバ

ルな PKO のトレーニングアソシエーションに来ていただきたいと思います。この 2 年間で私が得た

経験ですが、ネットワーキングのチャンスとしてはとても素晴らしいし、他のトレーニングや能力
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構築を特定するには非常に良い機会でした。ですからこのようなものに引き続き参加して、そして

オーストラリアのフォーラムなどに来ていただければと思います。 

 それから皆さま、素晴らしい英語のトレーニングプログラムがあると思います。それを継続して

いただければ、さらに多くの人たちがその PKO などに参加できると思います。以上です。 

 

（篠田教授） ありがとうございました。それでは松村さんからも最後に一言、お願いいたします。 

 

（松村氏） 今日は私も参加させていただきまして、ワイルディッシュ大佐のお話の中でも勉強に

なることがたくさんありました。コンロイ中佐、山下先生からもいろいろご示唆を頂いたことは、

大変ためになりました。 

 その中で特に、今の国連の問題ということで、市民保護、要員の安全、政治的解決への連接、ある

いは持続的平和への貢献ということが非常に大事だと改めて確認できました。それを達成していく

上でどうしたらいいかというときに、私がいつもいろいろな方と話していて違和感を感じるのは、

私の考えと少し見方が違うのが一般的だという点は、国際平和協力、あるいは国連 PKO に関わって

いる当事者の方々というのは、今のオペレーションをやっていますので、今、オペレーションをど

うしたらすぐ改善できるか、今、改善することを考えるのですね。私が思うのは、今、改善しようと

思っても、先ほども少しお話ししましたが、今、売っている民生品で使えるものを買ってきて現地

の PKO 部隊に与えても、これがすぐに本当に力になるかというと非常に難しいのです。 

 軍事の世界では、どこの国の軍隊も、研究・開発のしっかりした機能を持っていて、その中で、こ

れは物だけではなくて、実際に部隊がどのような作戦をするのが一番いいのかという、その作戦の

運用研究と、それに応じて実際に物をつくっていく、開発していくと。それを導入して試してみて、

訓練していくという機能をどこの国の軍隊も持っているのですが、これは国連 PKO に関しては、悲

しいことにないと。これは現実としてこれを持つことはなかなか難しい。 

 では、それをどのように補っていったらよいかというところで、日本やヨーロッパ、あるいはオ

ーストラリアのような国々がこの分野で貢献していく。共同して、将来の国連のみならずピースオ

ペレーションのためにはこのようなドクトリン、このようなものが必要だということを各国共同で

研究していくことで、実際に PKO の近代化ができるのではないかと。それで今のことだけではなく

て、5 年、10 年先を見たタイムフレームで考えることも大事ではないかと私は感じています。以上

です。 

 

（篠田教授） ありがとうございました。大変、皆さん、素晴らしいお話を時間の制約の中で行って

いただきまして、モデレーターとして感謝いたします。最後に一言だけ私から、まとめというわけ

にはいきませんが、一言、二言述べて、このパネルディスカッションを終わりにしたいと思います。 

 今日は大変たくさんのお話がありましたが、最初にワイルディッシュ大佐から、「付け加えること

は何かありますか」と聞いたときに、パネルディスカッションの最初に Primacy of  Politics、「政治の

卓越性」と私は呼んでいますが、これは国連の報告書に出てきた、たくさんの人が引用する言葉で

す。なぜそうなのかというと、「本当にそうだな」とみんな思っているからです。 

 どうして本当にそうだと思うのかというと、政治情勢が大変複雑で、しかも流動性高く動いてい

る。一番高いところでは、国際政治全体の動向が 10 年前とだいぶ違うのではないか、5 年前と比べ

てもだいぶ違うのではないかということで動いていて、これについて学者も実務家も多くの議論を
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していると思いますが、そのものずばりが言えなくても、非常に大きく動いているという感覚があ

る。その中の一部として、国連 PKO およびその他の国際的な平和活動も変質しているし、変化を迫

られてもいる。そういう中で途方に暮れるような状況もありますが、そう言ってもいられないので、

前を向いて歩くためにはどうしたらいいかというと、まずは、この世の中、この政治情勢は一体ど

うなっているのかということを分析しないといけないという、当たり前と言えば当たり前ですが、

その基本的な視座を強調し過ぎることはできないぐらいに重要なものとして皆さんは受け止めて頑

張っていらっしゃるということかと思います。 

 この政治分析の中で非常に具体的なオペレーション、作戦の部分としては、作戦の部分の課題と

して幾つかの単語・キーワードがあったかと思います。日本ができることというような観点で期待

も含めてキーワードを拾い上げていくと、とても難しいですが、例えば「インテリジェンス」、情報

収集部門で、これは本来、憲法問題でも何でもないので、もう少しできるのではないか。それと連動

した形で、従来のエンジニアリングの経験なども生かして、装備品の拡充・提供などでもう少し改

善・発展させていくことはできないのかどうか。具体的には UAV（ドローン）ですね。Unmanned aerial 

vehicle、ドローンを国連系では UAV と呼びますが、このドローンも最新のものでなくても、市販の

ものでもいいのではないかという示唆も含めて、日本がもう少し活用し、そこに部隊派遣だけでは

ない人材の活用もセットでやっていくことはできないのかという示唆。 

 さらには、死傷者が大変増えているという現実の中で、医療援助ですが、ここには例えばヘリコ

プターの提供なども組み合わせて、医療援助できないのかといった現場のニーズがある。そこに日

本は対応できるのかどうか。死傷者が出ている現場での医療援助ですから、そう簡単ではないです

が、そこを何とか工夫の余地はないのかというご示唆も今日はあったのかと思います。 

 全般的には、国連の PKO は現在、低下傾向にあり、代わりに地域機構の役割は相対的に上がって

いる。その中で山下室長が最後にご指摘されたように、国際政治の全体動向というものをよく見て、

時にはそこを改善していくような示唆も必要でしょうが、しかしあまりにも難しいことやかけ離れ

た的外れなことをやってもおかしくなってしまいますので、よく世の中の情勢を分析して動いてい

くという姿勢が、今までも大切ですが、これもこれからはより一層大切になり、国連のプレゼンス

が低くなっていくようなところでも、さらに予防活動に力を入れようということを国連はやってい

ますので、日本としてそこにも視野を広げて、協力することができないのかどうか。 

 日本は残念ながら、EU、NATO、AUあるいは PIF のような、作戦を実施する地域機構に属してい

ませんので、そこは大きな制約なのですが、何とかパートナーシップを活用して、うまく工夫して

いくことはできないのか。できることに専心してやっていくことはできないのか。それを考えるた

めにはまず、Primacy of  Politics、政治情勢をよく見て、適切な判断と考え方を持っていくことが重要

ではないかという大きな示唆を頂けたのかと思っています。それではここで、時間がもう超えてい

ますので、最後に学校長の挨拶を頂いて、パネルディスカッションは終わりにしたいと思います。

皆さま、どうもありがとうございました。 
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閉会挨拶 

陸将 清田 安志（防衛省統合幕僚学校長） 

 

 第 9 回国際平和と安全シンポジウムの閉会に際し、一言ご挨拶を申し上げます。おかげさまをも

ちまして、本日は、素晴らしい内容のシンポジウムとなりました。本日、基調講演の代理を務めて

いただきました、国際連合本部平和活動局軍事顧問付特別補佐官ワイルディッシュ大佐、モデレー

ターを務めていただきました篠田先生、そして、各パネリストの皆さま、そして積極的に議論に参

加していただいた皆さまに厚く御礼を申し上げます。本当にありがとうございました。本日の基調

講演および討議を通じて、多くの示唆に富んだ、大変有意義なご意見を拝聴することができまし

た。今後の日本の国際平和協力活動の取組に関して、防衛省・自衛隊として努力を傾注しなければ

ならない課題と、その解決の方向性も明らかになってきたと思います。 

 本日、皆さまから頂きました貴重なご意見等につきましては、統合幕僚学校国際平和協力センタ

ーにおける、今後の教育訓練や調査研究等に反映させていただきます。また、皆さまにおかれまし

ても、本日の討議等の内容をご専門の各分野で参考としていただけましたら幸いです。 

 私も今日の話の中で、個人的にたくさん参考になりました。ただ、やはり日本といたしましても、

国際社会の一員である以上、さまざまな自分たちができる能力、自分たちの持っている得意な分野

で積極的に活動していくことが重要ではないかと感じました。先ほど出ていました情報収集ですと

か、いろいろな装備の問題、ヘリの問題、医療の問題。能力はたくさんあります。あとはその技術と

してどのように貢献していくかだと思っておりますので、また今後の参考にしていきたいと思って

おります。 

 最後になりますが、遠路はるばるお越しいただきました、ワイルディッシュイギリス陸軍大佐、

コンロイオーストラリア陸軍中佐をはじめとするご登壇の皆さま、そしてご参加いただきました会

場の皆さまに、重ねて御礼を申し上げます。残念ながらご参加はかないませんでしたが、国際連合

本部平和活動局軍事顧問ロイティウルグアイ陸軍中将にも、この場をもちまして厚くお礼申し上げ

ます。今後とも、統合幕僚学校国際平和協力センターへのご理解、ご支援をお願い申し上げ、最後

の挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。 
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パネリスト等の発言は個人の見解であり、所属する組織の見解を示すもの 

ではありません。 

   The views expressed at the Symposium are those of the participants,  

      and do not necessarily represent the views of their Organizations. 
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